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通達様式第10号 （日本産業規格Ａ列４）

取次機関に関する申告書

年 月 日

厚 生 労 働 大 臣 殿

( )ふりがな

住 所

②申請者

( )ふりがな

氏 名

下記の事務所に係る取次機関については、以下の要件を満たしていることを申告します。

１．当該国において事業を合法的に実施することが認められていること。

２．職業紹介に関し、保証金の徴収その他名目のいかんを問わず、求職者の金銭その他の財産を

管理し、求職者との間で職業紹介に係る契約の不履行について違約金を定める契約その他不当

に金銭その他の財産の移転を予定する契約を締結し、又は求職者に対して渡航費用その他の金

銭を貸し付けていないこと。

記

事 業 所 の 名 称

所 在 地

取次機関の名称

住 所

事 業 内 容
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通達様式第11号 （日本産業規格Ａ列４）

年 月 日

有料職業紹介事業許可条件通知書

殿

厚生労働大臣

年 月 日付け許可番号 の許可は下記の理由により次の許可条件を付して行う。
なお、この処分に不服のあるときは、行政不服審査法（平成26年法律第68号）の規定により、処分のあったこ
を知った日の翌日から起算して３箇月以内（ただし、処分のあった日の翌日から起算して１年以と
内）に厚生労働大臣に対し、審査請求をすることができる。
また、処分の取消しの訴えは、行政事件訴訟法（昭和 年法律第 号）の規定により、この37 139

処分のあったことを知った日の翌日から起算して６箇月以内（ただし、処分のあった日の翌日から
起算して１年以内）に、国を被告（代表者は法務大臣）として提起することができる。ただし、審
査請求をした場合には、処分の取消しの訴えは、その審査請求に対する裁決があったことを知った

あった日の翌日から起算して１年以内）に提起することができ日の翌日から６箇月以内（ただし、裁決の
る。

（許可条件）
１ 労働基準法（昭和22年法律第49号）第56条の規定により使用を禁止されている児童の紹介を行わないこと。

２ 貸金業又は質屋業と兼業する場合（法人の代表者又は役員が、他の法人等で兼業する場合も含む ）は、当該。
兼業する事業における債務者について紹介を行わず、また、債務者を求職者としないこと。

３ 変更の届出により有料職業紹介事業を行う事業所を新設する場合は、当該事業所においても、許可基準の所
定の要件を満たすこと。なお、許可基準の１の要件を満たしつつ有料職業紹介事業を行うことのできる事業所
数は、 年 月 日時点で 事業所までであること。

４ 合理的な理由なく特定の求人者に限って職業紹介を行うものでないこと。

５ 職業紹介事業所間における業務提携を行う場合は、次の事項を遵守すること。
、 （ 。 「 」(1) 業務提携による職業紹介を実施し得る職業紹介事業者は 職業安定法 昭和22年法律第141号 以下 法

という ）の規定により適法に許可を受け、又は届出をした職業紹介事業者に限られるものであること。。
(2) 求職者に対する労働条件等の明示に係る職業紹介事業者の義務（法第５条の３第１項）は、求職の申込み
を求職者から直接受理した職業紹介事業者が履行すること。ただし、当該職業紹介事業者が事業を廃止した
こと等により、労働条件等の明示義務を履行できない場合には、業務提携を行う他の職業紹介事業者が履行
すること。また、求人求職管理簿（職業紹介の取扱状況に関する事項及び離職の状況に関する事項に限る ）。
の備付に関する義務（法第32条の15）並びに職業紹介事業報告及び職業紹介の実績等に係る人材サービス総
合サイトを利用した情報提供の義務（法第32条の16）は、業務提携を行う職業紹介事業者の間で取り決めた
一者が履行すること。

(3) 業務提携に際して求人又は求職を他の職業紹介事業者に提供しようとする場合には、あらかじめ求人者又
は求職者に、業務提携の内容として提供先の職業紹介事業者に関する次の事項を明示し、求人者又は求職者
が求人又は求職の提供に同意する職業紹介事業者に限って行うこととし、求人者又は求職者が求人又は求職
の提供に同意しない場合には業務提携の対象としないこと。この場合において、求人者又は求職者が提携先
ごとに同意又は不同意の意思を示すことができるような方法であれば、一度に複数の提携先について、同意
又は不同意の意思を確認することとしても差し支えない。ただし、当面、一度に意思を確認する提携先は10
以内とすること。
ａ 事業所の名称及び所在地、許可番号
ｂ 法第32条の13及び職業安定法施行規則(昭和22年労働省令第12号。以下「則」という ）第24条の５に規。

定する次の明示事項
・ 取り扱う職種の範囲その他業務の範囲
・ 手数料に関する事項
・ 苦情の処理に関する事項
・ 個人情報の取扱いに関する事項
・ 返戻金制度に関する事項
c 法第32条の16及び則第24条の８第３項に規定する次の事項
・ 就職者数（総数及び無期雇用の就職者数）
・ 無期雇用の就職者のうち就職後６箇月以内に離職した者の数
・ 無期雇用の就職者のうち就職後６箇月以内に離職した者に該当するかどうか明らかでない者の数
d 必要に応じて職業紹介事業の実施地域、就職件数の多い職種、年齢、賃金及び雇用形態等

(4) 職業紹介事業者が業務提携について明示し、その上で求人者又は求職者が求人又は求職の提携先への提供
に同意した場合には、当該提携先は、法の規定により当該求人又は求職を受理しないことが認められる場合
を除き、当該求人又は求職を受理するものとすること。

(5) 提携先への提供に同意する求人又は求職とそれ以外の求人又は求職を分離して管理するとともに、個人情
報の適正な管理（正確かつ最新のものに保つための措置、紛失、破壊、改ざんを防止するための措置等）に
ついて、より一層、的確に対応すること。

(6) 求職者に対してその能力に適合する職業を紹介し、求人者に対してはその雇用条件に適合する求職者を紹
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介するように努めること。
(7) 手数料はあっせんを行う職業紹介事業者による手数料の定めの範囲内で当該職業紹介事業者が徴収するも
のとすること。

６ 国外にわたる職業紹介を行う場合は、次の事項を遵守すること。
(1) 国外にわたる職業紹介を行うに当たっては、法第32条の12第１項の規定により取扱職種の派範囲等として
届け出た国以外を相手先国として職業紹介を行わないこと。

(2) 国外にわたる職業紹介を行うに当たっては、出入国管理及び難民認定法（昭和26年政令第319号）その他
の出入国関係法令及び相手先国の法令を遵守して職業紹介を行うこと。

(3) 国外にわたる職業紹介を行うに当たっては、求職者に渡航費用その他の金銭を貸し付け、又は求人者がそ
れらの金銭を貸し付けた求職者に対して職業紹介を行わないこと。

(4) 国外にわたる職業紹介を行うに当たり、取次機関を利用するときは、次に該当する取次機関を利用しない
こと。
a 相手先国において活動を認められていないもの。
b 職業紹介に関し、保証金の徴収その他名目のいかんを問わず、求職者の金銭その他の財産を管理し、求職
者との間で職業紹介に係る契約の不履行について違約金を定める契約その他不当に金銭その他の財産の移転

。を予定する契約を締結し、又は求職者に対して渡航費用その他の金銭を貸し付けるもの
(5) 職業紹介に関し、求職者が他者に保証金の徴収その他名目のいかんを問わず、金銭その他の財産を管理さ
れ、又は他者が求職者との間で職業紹介に係る契約の不履行について違約金を定める契約その他の不当に金
銭その他の財産の移転を予定する契約を締結していることを認識して、当該求職者に対して職業紹介を行わ
ないこと。

７ 法第33条の６の規定による勧告を遵守すること。

（理 由）
１ 上記１の理由

ＩＬＯ第181号条約第９条の趣旨による。

２ 上記２の理由
貸金業又は質屋業を行う者が該当営業における債務者を紹介することにより、強制労働や中間搾取等の求職

者 保護にかける事態が発生することを防止する必要があるため。

３ 上記３の理由
許可後に届出により新設される有料職業紹介事業を行う事業所においても、有料職業紹介事業許可基準にお

い て定められた要件を満たすことにより、適正な事業運営を確保する必要があるため。

４ 上記４の理由
合理的な理由なく求人者を特定することにより求人者の利益に偏った職業紹介が行われる可能性があり、違

法 ・不当な職業紹介になることを防止する必要があるため。

５ 上記５の理由
業務提携を行うことにより、求人者及び求職者の保護に欠ける事態が発生することを防止する必要があるた

め。
６ 上記６の理由

国外にわたる職業紹介については、求職者が国外の仲介事業者又は求人者等から借り入れや保証金・違約金
、等を徴収する契約を締結して入国すること等により国外の仲介事業者又は求人者等に対して弱い立場に置かれ

自由な職業選択が妨げられる可能性があるため。

上記７の理由７
労働力の需要供給を調整するため特に必要がある場合に行われるものであり、職業紹介事業者として遵守す

べ きものであるため。
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通達様式第12号 （日本産業規格Ａ列４）

年 月 日

無料職業紹介事業許可条件通知書

殿

厚生労働大臣

年 月 日付け許可番号 の許可は下記の理由により次の許可条件を付して行う。
なお、この処分に不服のあるときは、行政不服審査法（平成26年法律第68号）の規定により、処分のあったこ

を知った日の翌日から起算して３箇月以内（ただし、処分のあった日の翌日から起算して１年以と
内）に厚生労働大臣に対し、審査請求をすることができる。
また、処分の取消しの訴えは、行政事件訴訟法（昭和 年法律第 号）の規定により、この37 139

処分のあったことを知った日の翌日から起算して６箇月以内（ただし、処分のあった日の翌日から
起算して１年以内）に、国を被告（代表者は法務大臣）として提起することができる。ただし、審
査請求をした場合には、処分の取消しの訴えは、その審査請求に対する裁決があったことを知った
日の翌日から６箇月以内（ただし、裁決のあった日の翌日から起算して１年以内）に提起すること
ができる。

（許可条件）

１ 労働基準法（昭和22年法律第49号）第56条の規定により使用を禁止されている児童の紹介を行わないこと。

２ 貸金業又は質屋業と兼業する場合（法人の代表者又は役員が、他の法人等で兼業する場合も含む ）は、当該。

兼業する事業における債務者について紹介を行わず、また、債務者を求職者としないこと。

３ 変更の届出により無料職業紹介事業を行う事業所を新設する場合は、当該事業所においても、許可基準の所
定の要件を満たすこと。なお、許可基準の１の要件を満たしつつ無料職業紹介事業を行うことのできる事業所

数は、 年 月 日時点で 事業所までであること。

４ 合理的な理由なく特定の求人者に限って職業紹介を行うものでないこと。

５ 職業紹介事業所間における業務提携を行う場合は、次の事項を遵守すること。

(1) 業務提携による職業紹介を実施し得る職業紹介事業者は、職業安定法(昭和22年法律第141号。以下「法」
という。) の規定により適法に許可を受け、又は届出をした職業紹介事業者に限られるものであること。

(2) 求職者に対する労働条件等の明示に係る職業紹介事業者の義務（法第５条の３第１項）は、求職の申込み
を求職者から直接受理した職業紹介事業者が履行すること。ただし、当該職業紹介事業者が事業を廃止した

こと等により、労働条件等の明示義務を履行できない場合には、業務提携を行う他の職業紹介事業者が履行
すること。また、求人求職管理簿（職業紹介の取扱状況に関する事項及び離職の状況に関する事項に限る ）。

の備付に関する義務（法第32条の15）並びに職業紹介事業報告及び職業紹介の実績等に係る人材サービス総
合サイトを利用した情報提供の義務（法第32条の16）は、業務提携を行う職業紹介事業者の間で取り決めた

一者が履行すること。
(3) 業務提携に際して求人又は求職を他の職業紹介事業者に提供しようとする場合には、あらかじめ求人者又

は求職者に、業務提携の内容として提供先の職業紹介事業者に関する次の事項を明示し、求人者又は求職者

が求人又は求職の提供に同意する職業紹介事業者に限って行うこととし、求人者又は求職者が求人又は求職
の提供に同意しない場合には業務提携の対象としないこと。この場合において、求人者又は求職者が提携先

ごとに同意又は不同意の意思を示すことができるような方法であれば、一度に複数の提携先について、同意
又は不同意の意思を確認することとしても差し支えない。ただし、当面、一度に意思を確認する提携先は10

以内とすること。
ａ 事業所の名称及び所在地、許可番号

ｂ 法第32条の13及び職業安定法施行規則（昭和22年労働省令第12号。以下「則」という ）第25条におい。
て準用する則第24条の５に規定する次の明示事項

・ 取り扱う職種の範囲その他業務の範囲
・ 苦情の処理に関する事項

・ 個人情報の取扱いに関する事項

・ 返戻金制度に関する事項
c 法第32条の16及び則第24条の８第３項に規定する次の事項

・ 就職者数（総数及び無期雇用の就職者数）
・ 無期雇用の就職者のうち就職後６箇月以内に離職した者の数

・ 無期雇用の就職者のうち就職後６箇月以内に離職した者に該当するかどうか明らかでない者の数
d 必要に応じて職業紹介事業の実施地域、就職件数の多い職種、年齢、賃金及び雇用形態等

(4) 職業紹介事業者が業務提携について明示し、その上で求人者又は求職者が求人又は求職の提携先への提供
に同意した場合には、当該提携先は、法の規定により当該求人又は求職を受理しないことが認められる場合

を除き、当該求人又は求職を受理するものとすること。
(5) 提携先への提供に同意する求人又は求職とそれ以外の求人又は求職を分離して管理するとともに、個人情
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報の適正な管理（正確かつ最新のものに保つための措置、紛失、破壊、改ざんを防止するための措置等）に

ついて、より一層、的確に対応すること。
(6) 求職者に対してその能力に適合する職業を紹介し、求人者に対してはその雇用条件に適合する求職者を紹

介するように努めること。

６ 国外にわたる職業紹介を行う場合は、次の事項を遵守すること。
(1) 国外にわたる職業紹介を行うに当たっては、法第32条の12第１項の規定により取扱職種の範囲等として届

け出た国以外を相手先国として職業紹介を行わないこと。
(2) 国外にわたる職業紹介を行うに当たっては、出入国管理及び難民認定法（昭和26年政令第319号）その他

の出入国関係法令及び相手先国の法令を遵守して職業紹介を行うこと。

(3) 国外にわたる職業紹介を行うに当たっては、求職者に渡航費用その他の金銭を貸し付け、又は求人者がそ
れらの金銭を貸し付けた求職者に対して職業紹介を行わないこと。

(4) 国外にわたる職業紹介を行うに当たり、取次機関を利用するときは、次に該当する取次機関を利用しない
こと。

a 相手先国において活動を認められていないもの。
b 職業紹介に関し、保証金の徴収その他名目のいかんを問わず、求職者の金銭その他の財産を管理し、求職

者との間で職業紹介に係る契約の不履行について違約金を定める契約その他不当に金銭その他の財産の移転
を予定する契約を締結し、又は求職者に対して渡航費用その他の金銭を貸し付けるもの。

(5) 職業紹介に関し、求職者が他者に保証金の徴収その他名目のいかんを問わず、金銭その他の財産を管理さ
れ、又は他者が求職者との間で職業紹介に係る契約の不履行について違約金を定める契約その他の不当に金

銭その他の財産の移転を予定する契約を締結していることを認識して、当該求職者に対して職業紹介を行わ
ないこと。

７ 法第33条の６の規定による勧告を遵守すること。

（理 由）
１ 上記1の理由

ＩＬＯ第181号条約第９条の趣旨による。

２ 上記２の理由
貸金業又は質屋業を行う者が該当営業における債務者を紹介することにより、強制労働や中間搾取等の求職

者 保護にかける事態が発生することを防止する必要があるため。

３ 上記３の理由

許可後に届出により新設される無料職業紹介事業を行う事業所においても、無料職業紹介事業許可基準にお
い

て定められた要件を満たすことにより、適正な事業運営を確保する必要があるため。

４ 上記４の理由
合理的な理由なく求人者を特定することにより求人者の利益に偏った職業紹介が行われる可能性があり、違

法 ・不当な職業紹介になることを防止する必要があるため。

５ 上記５の理由
業務提携を行うことにより、求人者及び求職者の保護に欠ける事態が発生することを防止する必要があるた

め。

６ 上記６の理由

国外にわたる職業紹介については、求職者が国外の仲介事業者又は求人者等から借り入れや保証金・違約金
、等を徴収する契約を締結して入国すること等により国外の仲介事業者又は求人者等に対して弱い立場に置かれ

自由な職業選択が妨げられる可能性があるため。

上記７の理由７
労働力の需要供給を調整するため特に必要がある場合に行われるものであり、職業紹介事業者として遵守す

べきものであるため。
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通達様式第13号 （日本産業規格Ａ列４）

職業紹介事業代表者死亡届

① 年 月 日

労働局長 殿

② 届出者住所

氏 名

下記のとおり届けます。

記

③許 可 番 号 ④事業の種類 有 料 ・ 無 料

⑤ 事 名 称

業

所 所 在 地 ℡ （ ）

⑥死 亡 者 氏 名

⑦死 亡 年 月 日

⑧事業の継続者氏名

⑨ 死 亡 者 と の 関 係

⑩備 考

(記載要領)

②欄には、届出者の住所を記載し、及び届出者の氏名を記名押印又は署名のいずれかに

より記載すること。
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通達様式第14号－１ （日本産業規格Ａ列４）

職業紹介責任者講習実施申出書

年 月 日

厚生労働大臣 殿

申出者名（講習機関名）

代表者名

住 所

電話番号

別添の書類と併せて、実施日程により、職業紹介責任者講習を実施いたしたく申し

出ますので、よろしくお取り計らい下さい。

なお、当○○及び当○○の全役員につきまして、職業安定法第32条各号(第３号、

第10号及び第11号を除く。)のいずれにも該当しないこと並びに申請者が精神の機能

の障害により認知、判断又は意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者で

ある場合には該当する全ての者の精神の機能の障害に関する医師の診断書が添付され

ていることを誓約いたします。
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通達様式第14号－２ （日本産業規格Ａ列４）

職業紹介責任者講習実施日程等の掲載申出書

年 月 日

厚生労働大臣 殿

申出者名（講習機関名）

代表者名

住 所

電話番号

別添の実施日程等により、職業紹介責任者講習を実施いたしたく申し出ます

ので、貴省ホームページへの掲載について、よろしくお取り計らい下さい。
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通達様式第15号 （日本産業規格Ａ列４）

職業紹介責任者講習実施日程書

※開催者番号

申出者名（講習機関名）

応 募 窓 口：

問合わせ先：

開催日時 ※講習会 開催場所 受講定員 講師 募集開始 募集締切 受講料

場番号 日 時 日 時（予定者）

（留意事項）

１ 実施日程書は、厚生労働省職業安定局需給調整事業課から電子媒体で配付するので、記入

の うえ書面及び電子媒体で提出すること。

２ ※欄は厚生労働省において番号を付与するので、講習機関において記入しないこと。
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通達様式第16号（第１面） （日本産業規格Ａ列４）

職業紹介責任者講習受講者名簿

※開催者番号

厚生労働大臣 殿

申出者名（講習機関名）

代表者名

住 所

電話番号

講習会場番号 受講者番号 受講年月日 受講者氏名 試験得点 備考

（留意事項）

１ 開催者番号及び講習会場番号は、講習実施申出の際に厚生労働省から付与された

ものを記載すること。

２ 受講者番号は、各講習ごとに付与すること。

３ 受講証明書を交付しなかった場合は、備考欄にその理由を記載すること。
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通達様式第16号（第２面） （日本産業規格Ａ列４）

職業紹介責任者講習受講者名簿

※開催者番号

講習会場番号 受講者番号 受講年月日 受講者氏名 試験得点 備考
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通達様式第17号 （日本産業規格Ａ列４）

職 業 紹 介 責 任 者 講 習

受 講 証 明 書

殿

年 月 日 〇〇県において、職業紹介責任者講習

を修了したことを証明する。

講習機関の代表者 印

番号（ － － ）

※ 番号の欄には左から順に開催者番号、講習会場番号、受講者番号を記載し、各番号の間に
「－」を記載すること。
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通達様式第18号 （日本産業規格Ａ列４）

職業紹介責任者講習廃止申出書

年 月 日

厚生労働大臣 殿

申出者名（講習機関名）

代表者名

住 所

電話番号

標記について、職業紹介責任者講習を廃止いたしたく申し出ますので、よろしく

お取り計らい下さい。
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通達様式第19号 （日本産業規格Ａ列４）

年齢制限求人に係る情報提供

年 月 日

（ ）公共職業安定所長 殿

（職業紹介事業者の氏名又は名称）

当社の取扱いに係る求人の申込みについて、下記のとおり、労働施策の総合的な

推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律（昭和41年法律

第132号）第９条又は高年齢者等の雇用の安定等に関する法律（昭和46年法律第68

号）第20条第１項違反と思われる事案がありましたので、情報提供いたします。

記

１ 違反と思われる事業主の氏名又は名称及び連絡先

氏名又は名称： 記載例）○○社○○事業所（

連絡先（住所又は所在地、電話番号等 ：）

２ 事案の概要（違反する法律の条項、求人の職種、年齢制限の内容及び理由、求

人の申込みの日付等）

（記載例）

○○年○○月○○日に申込みのあった○○の職種の求人について、○○歳

以下という条件が付されているが、これは労働施策の総合的な推進並びに労

働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則（昭和41年労

働省令第23号）第１条の３第１項各号に該当しないものと考えられる。

３ 処理の状況（当社からの働きかけの内容、求人の状況等）

（記載例）

当社において年齢制限の是正を働きかけたものの、これに応じなかった為に

求人受理を行わなかった。

４ その他特記事項
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様式第１号（第１面）
（日本産業規格Ａ列４）

有 料・無 料
職 業 紹 介 事 業 許 可 申 請 書
職業紹介事業許可有効期間更新申請書

① 年 月 日
厚生労働大臣 殿

( )ふりがな

②申請者 氏 名

１．職業安定法第30条第１項の規定により下記のとおり許可の申請をします。
２．職業安定法第33条第１項の規定により下記のとおり許可の申請をします。
３．職業安定法第32条の６第２項の規定により下記のとおり更新申請をします。
４．職業安定法第33条第４項において準用する同法第32条の６第２項の規定により
下記のとおり更新申請をします。

記

（ ）③許 可 番 号

( )ふりがな

④氏名又は名称

〒 電話 （ ）

( )ふりがな

⑤所 在 地

氏 名 住 所
( )ふりがな

⑥代表者氏名等

氏 名 住 所

( )ふりがな

⑦役 員

氏 名 等

(法人のみ )

収入印紙

消印しては
な ら な い
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様式第１号（第２面）

1. 2. 3.兼 業
⑧
の種類・内容 4. 5. 6.

職業紹介事業を行う事業所に関する事項

⑨事 業 所
名 称 所 在 地

⑩職業紹介責任者氏名等 ⑪担当者職・氏名・電話番号
氏 名 住 所

( ) －

⑨事 業 所
名 称 所 在 地

⑩職業紹介責任者氏名等 ⑪担当者職・氏名・電話番号
氏 名 住 所

( ) －

⑫取次機関

( )ふりがな

イ 名 称

( )ふりがな

ロ 住 所

ハ 事業内容

申請者(法人にあっては役員を含む。) (申請者が未成年の場合、その法定代理人をいう。)に
ついては、職業安定法第32条各号(第３号、第10号及び第11号を除く。)のいずれにも該当しな
いこと並びに申請者が精神の機能の障害により認知、判断又は意思疎通を適切に行うことがで
きないおそれがある者である場合には該当する全ての者の精神の機能の障害に関する医師の診
断書が添付されていることを誓約します。

、また、同法第32条の14の規定により選任する職業紹介責任者については、同法第32条第１号
第２号及び第４号から第９号までのいずれにも該当しないこと、未成年者に該当しないこと、
職業安定法施行規則第24条の６第２項第１号に規定する基準に適合すること並びに職業紹介責
任者が精神の機能の障害により認知、判断又は意思疎通を適切に行うことができないおそれが
ある者である場合には該当する全ての者の精神の機能の障害に関する医師の診断書が添付され
ていることを誓約します。
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様式第１号（第３面）

記載要領

１ 職業紹介事業許可申請書の記載方法

(1) 有料の職業紹介事業の許可を申請する場合には、表題中「・無料」及び「職業

紹介事業許可有効期間更新申請書」の文字を抹消し、並びに２、３及び４の全文

を抹消すること。

(2) 無料の職業紹介事業の許可を申請する場合には、表題中「有料・」及び「職業

紹介事業許可有効期間更新申請書」の文字を抹消し、並びに１、３及び４の全文

を抹消すること。

２ 職業紹介事業許可有効期間更新申請書の記載方法

(1) 有料の職業紹介事業の許可の有効期間の更新を申請する場合には、表題中「・

無料」及び「職業紹介事業許可申請書」の文字を抹消し、並びに１、２及び４の

全文を抹消すること。

(2) 無料の職業紹介事業の許可の有効期間の更新を申請する場合には、表題中「有

料・」及び「職業紹介事業許可申請書」の文字を抹消し、並びに１、２及び３の

全文を抹消すること。

３ ①欄には、申請書を管轄都道府県労働局に提出する年月日を記載すること。

４ ②欄には、申請者の氏名（法人又は団体にあってはその名称及び代表者の氏名）

を記載すること。

５ 欄には、有効期間の更新申請の場合のみ （ ）に許可の有効期間の末日を記③ 、

載すること。

６ ④欄には、氏名（個人）又は名称（法人又は団体における名称）を記載すること。

７ ⑤欄には、事業主の所在地（法人にあっては主たる事務所の所在地）を記載する

こと。

８ ⑧欄には、他に行っている事業の種類及び内容を記載すること。

９ ⑨欄には、職業紹介事業を行う事業所を全て記載すること。所定の欄に記載し得

ないときは別紙に記載して添付すること。

10 ⑪欄には、それぞれの事業所における担当者職・氏名・電話番号を記載すること。

11 ⑫欄には、取次機関を利用する場合のみ、記載すること。
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様式第１号の２(第１面)
（日本産業規格Ａ列４）

※ 届 出 受 理 番 号
※届出受理年月日 年 月 日

特別の法人無料職業紹介事業届出書

年 月 日
厚生労働大臣 殿

届 出 者

職業安定法第33条の３第１項の規定により下記のとおり届け出ます。

記

ふりが(

)な >

〒 電話 （ ）

ふりが(

)な

２ 所 在
地

３ その役員の氏名、役名及び住所

氏名 役 名 住 所( )ふりがな

代 〒( )
表
者 ( ) －

〒( )

( ) －
〒( )

( ) －
〒( )

( ) －
〒( )

( ) －
〒( )

( ) －
〒( )

( ) －

４ 職業紹介事業を行う事業所に関する事項

事 業 所
名 称 所 在 地

職業紹介責任者氏名等 担当者職・氏名・電話番号
氏 名 住 所

( ) －
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様式第１号の２(第２面)

５ 事業開始予定年月日 年 月 日

６ 構成員の範囲等

７ 取次機関

( )ふりがな

イ 名 称

( )ふりがな

ロ 住 所

ハ 事業内容

８ 備 考

届出者（法人にあっては役員を含む ）(届出者が未成年の場合、その法定代理人をいう。)。
については、職業安定法第33条の３第２項において準用する同法第32条各号(第３号、第10号
及び第11号を除く。)のいずれにも該当しないこと並びに届出者が精神の機能の障害により認
知、判断又は意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合には該当する全
ての者の精神の機能の障害に関する医師の診断書が添付されていることを誓約します。
また、同法第32条の14の規定により選任する職業紹介責任者については、職業紹介責任者が

同法第32条第１号、第２号及び第４号から第９号までのいずれにも該当しないこと、未成年者
に該当しないこと、職業安定法施行規則第24条の６第２項第１号に規定する基準に適合するこ
と並びに職業紹介責任者が精神の機能の障害により認知、判断又は意思疎通を適切に行うこと
ができないおそれがある者である場合には該当する全ての者の精神の機能の障害に関する医師
の診断書が添付されていることを誓約します。
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様式第１号の２(第３面)

記載要領
１ ※欄には、記載しないこと。

２ 届出者欄には、名称及び代表者の氏名を記載すること。

３ ４欄には、職業紹介を行う事業所を記載すること。所定の欄に記載し得ないときは
別紙に記載して添付すること。

４ ６欄には、求人者（当該法人の直接若しくは間接の構成員又は構成員以外の者を別
に）の範囲及び数を、及び求職者（当該法人の構成員若しくは構成員に雇用されている
者又はこれらの者以外の者を別に）の範囲及び数についてをそれぞれ記載すること。

５７欄の取次機関は、国外にわたる職業紹介事業を取次機関を利用して行う場合のみイ
からハまでに掲げる事項を記載すること。
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様式第２号（表面） （日本産業規格Ａ列４）

有 料 職 業 紹 介 事 業 計 画 書
無 料 職 業 紹 介 事 業 計 画 書
特別の法人無料職業紹介事業計画書

１ 許可・届出番号

２ 事業所名

３ 職業紹介計画（年間）（国内）

区 分 有効求職者見込数① ②

人

職業紹介計画（年間）（国外にわたる職業紹介を行おうとするときは国外分を記載）

③ 区 分 ⑤有効求職者見込数④相手国名
（人）

４ 職業紹介の業務に従事する者の数

人

５ 資産等の状況

価 格 摘 要

現金・預金
資

土地・建物

そ の 他
産

計

負
計

債
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様式第２号（裏面）

記載要領

１ ①有料の職業紹介事業の許可を申請する場合及び有料の職業紹介事業を行う者が事業所の新設

に係る変更の届出をする場合には、表題中「無料職業紹介事業計画書 、及び「特別の法人無料」

職業紹介事業計画書」の文字を抹消すること。

②無料の職業紹介事業の許可を申請する場合及び無料の職業紹介事業を行う者が事業所の新設

に係る変更の届出をする場合には、表題中「有料職業紹介事業計画書」及び「特別の法人無料職

業紹介事業計画書」の文字を抹消すること。

③特別の法人が届け出て無料職業紹介事業を行う場合及び事業所の新設に係る変更の届出をす

る場合には、表題中「有料職業紹介事業計画書」及び「無料職業紹介事業計画書」の文字を抹消

すること。

２ 職業紹介事業を行う全ての事業所ごとに記載すること。

３ １欄には、有料・無料職業紹介事業の有効期間の更新申請の場合及び有料・無料・特別の法人

無料職業紹介事業者が事業所の新設に係る変更の届出をする場合に記載すること。

４ ３の①及び③欄には、職業安定法第32条の12（同法第33条第４項及び第33条の３第２項におい

て準用する場合を含む ）に規定する取扱職種の範囲等を定めた場合のみ、その範囲を記載する。

こと。

５ ３の②及び⑤欄には、新規申請時には当該事業所に係る当該年度の３月末における有効求職者

の見込数を、更新申請時には直近年度の職業紹介事業報告に記載された有効求職者数を記載する

こと。

６ ５欄には、個人事業の場合のみ、直前の納税期末日における全ての資産等の状況について記載す

ること。
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様式第３号 （表面） （日本産業規格Ａ列４）

届出制手数料届出書

届出制手数料変更届出書

① 年 月 日

厚 生 労 働 大 臣 殿

( )ふりがな

②届出者 氏 名

職業安定法第32条の３第１項第２号の規定により下記の届出制手数料に係る届出をします。

記

③許 可 番 号

( )ふりがな

④氏 名 又 は 名 称

〒 電話 （ ）

( )ふりがな

⑤所 在 地

⑥適用開始・変更予定日 年 月 日

⑦届出・変更届出内容

⑧ 備 考
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様式第３号（裏面）

記載要領

１ 届出制手数料の届出をする場合には、表題中の「届出制手数料変更届出書」の文字を抹消すこ

と。また、届出制手数料の変更の届出をする場合は、表題中の「届出制手数料届出書」の文字を

抹消すること。

２ ①欄には、届出書を管轄都道府県労働局に提出する年月日を記載すること。

３ ②欄には、届出者の氏名（法人又は団体にあつてはその名称及び代表者の氏名）を記載すること。

４ ③欄は、有料職業紹介事業許可申請書と併せて提出する場合には、空欄とすること。

５ ⑤欄には、届出者の住所（法人又は団体にあつては主たる事務所の所在地）を記載すること。

６ ⑥欄には、職業安定法第32条の３第１項第２号に掲げる手数料を適用又は変更する年月日を 記

入すること。

７ ⑦欄の届出・変更届出内容については、別に料金表（様式例第３号参照）に記載して添付して

もよいこと。

なお、複数の事業所でそれぞれ異なる手数料表に基づき徴収する場合は事業所毎に別紙により

添付すること。

８ 複数の事業所で同一の手数料表に基づき徴収する場合は、⑧備考欄に同一の手数料表の事業所

名を記載すれば足りる。

９ ⑧備考欄には担当者職・氏名及び連絡先を記載すること。
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様式第４号

（日本産業規格Ａ列４）

届出制手数料変更命令通知書

（氏 名） 殿

令和 年 月 日付け届出のあつた職業安定法第32条の３第１項

第２号の手数料について、同条第４項の規定に基づき下記の理由により変更

を命じます。

令和 年 月 日

都道府県労働局長 印

記

許 可 番 号

事 業 所 名 称

変 更 内 容

期 限

変 更 理 由

なお、この処分に不服のあるときは、行政不服審査法（平成26年法律第68

号）の規定により、処分のあったことを知った日の翌日から起算して３箇月

以内（ただし、処分のあった日の翌日から起算して１年以内）に厚生労働大

臣に対し、審査請求をすることができる。

また、処分の取消しの訴えは、行政事件訴訟法（昭和37年法律第139号）の

規定により、この処分のあったことを知った日の翌日から起算して６箇月以

内（ただし、処分のあった日の翌日から起算して１年以内）に、国を被告（代

表者は法務大臣）として提起することができる。ただし、審査請求をした場

合には、処分の取消しの訴えは、その審査請求に対する裁決があったことを

知った日の翌日から６箇月以内（ただし、裁決のあった日の翌日から起算し

て１年以内）に提起することができる。
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（日本産業規格Ａ列４）様式第５号

許 可 番 号

許可年月日 年 月 日

有料・無料職業紹介事業許可証

（氏名又は名称）

（所 在 地）

上記の者は、職業安定法第 条第 項の許可を受けて、下記

のとおり有料・無料職業紹介事業を行う者であることを証明する。

令和 年 月 日

厚生労働大臣 （氏名） 印

記

１ 取扱職種の範囲等

名 称

２ 事業所の

所在地

３ 許可の有効期間 年 月 日から 年 月 日までとする。令和 令和
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（日本産業規格Ａ列４）様式第６号 （第１面）

有 料 ・ 無 料
職 業 紹 介 事 業 許 可 証 再 交 付 申 請 書
職 業 紹 介 事 業 変 更 届 出 書
職業紹介事業変更届出書及び有料・無料職業紹介事業許可証書換申請書
有料・無料・特別の法人無料職業紹介事業取扱職種範囲等届出書
特 別 の 法 人 無 料 職 業 紹 介 事 業 変 更 届 出 書

① 年 月 日

厚 生 労 働 大 臣 殿
( )ふりがな

②申請・届出者 氏 名

１．職業安定法第32条の４第３項の規定により下記のとおり再交付を申請します。
職業安定法第33条第４項において準用する法第32条の４第３項の規定により下記のとおり２．

再交付を申請します。
３．職業安定法第32条の７第１項の規定により下記のとおり変更を届け出ます。
．職業安定法第33条第４項において準用する法第32条の７第１項の規定により下記のとおり４
変更を届け出ます。
５．職業安定法第32条の７第４項の規定により下記のとおり変更届け出及び書換申請をしま
す。
．職業安定法第33条第４項において準用する法第32条の７第４項の規定により下記のとおり６
変更届け出及び書換申請をします。
７．職業安定法第33条第４項において準用する・第33条の３第２項において準用する第32条の
12第１項の規定により、下記のとおり取扱職種の範囲等を定めたので届け出ます。
８. 職業安定法第33条の３第２項において準用する法第32条の７第１項の規定により下記のと
おり変更を届け出ます。

記

③許可・届出番号

( )ふりがな

④氏名又は名称

〒 （ ）電話

( )ふりがな

⑤所 在 地

( )ふりがな

名 称
⑥事業所

( )ふりがな

所在地
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様式第６号（第２面）

⑦変 更 事 項

⑧変 更 前

⑨変 更 後

⑩取 扱 職 種 の
範 囲 等

変 更 ( 廃 止 )⑪
年 月 日

氏 名 住 所
⑫職業紹介責任者

⑬変更(廃止)理由
再 交 付 理 由

⑭備 考

届出者（法人にあっては役員を含む ）(届出者が未成年の場合、その法定代理人をいう。)。
については、職業安定法第33条の３第２項において準用する同法第32条各号(第３号、第10号
及び第11号を除く。)のいずれにも該当しないこと並びに届出者が精神の機能の障害により認
知、判断又は意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合には該当する
全ての者の精神の機能の障害に関する医師の診断書が添付されていることを誓約します。
また、同法第32条の14の規定により選任する職業紹介責任者については、職業紹介責任者が
同法第32条第１号、第２号及び第４号から第９号までのいずれにも該当しないこと、未成年者
に該当しないこと、職業安定法施行規則第24条の６第２項第１号に規定する基準に適合するこ
と並びに職業紹介責任者が精神の機能の障害により認知、判断又は意思疎通を適切に行うこと
ができないおそれがある者である場合には該当する全ての者の精神の機能の障害に関する医師
の診断書が添付されていることを誓約します。
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様式第６号（第３面）

記載要領

１ 有料・無料職業紹介事業許可証再交付申請書の記載方法

(1) 有料職業紹介事業許可証の再交付を申請する場合には、表題中「・無料 「職業紹」、

介事業変更届出書 「職業紹介事業変更届出書及び有料・無料職業紹介事業許可証書換」、

申請書 「有料・無料・特別の法人無料職業紹介事業取扱職種範囲等届出書」及び「特」、

別の法人無料職業紹介事業変更届出書」を抹消し、並びに２以下の全文を抹消すること。

(2) 無料職業紹介事業許可証の再交付を申請する場合には、表題中「有料・ 「職業紹」、

介事業変更届出書 「職業紹介事業変更届出書及び有料・無料職業紹介事業許可証書換」、

申請書 「有料・無料・特別の法人無料職業紹介事業取扱職種範囲等届出書」及び「特」、

別の法人無料職業紹介事業変更届出書」を抹消し、並びに１及び３以下の全文を抹消す

ること。

２ 有料・無料職業紹介事業変更届出書の記載方法(14の場合を除く ）。

(1) 有料の職業紹介事業に係る変更の届出をする場合には、表題中「・無料 「職業紹」、

介事業許可証再交付申請書 「職業紹介事業変更届出書及び有料・無料職業紹介事業許」、

可証書換申請書 「有料・無料・特別の法人無料職業紹介事業取扱職種範囲等届出書」」、

及び「特別の法人無料職業紹介事業変更届出書」を抹消し、並びに１、２及び４以下の

全文を抹消すること。

(2) 無料の職業紹介事業に係る変更の届出をする場合には、表題中「有料・ 「職業紹」、

介事業許可証再交付申請書 「職業紹介事業変更届出書及び有料・無料職業紹介事業許」、

可証書換申請書 「有料・無料・特別の法人無料職業紹介事業取扱職種範囲等届出書」」、

及び「特別の法人無料職業紹介事業変更届出書」を抹消し、並びに１から３まで及び５

以下の全文を抹消すること。

３ 有料・無料職業紹介事業変更届及び有料・無料職業紹介事業許可証書換申請書の記載

方法

(1) 有料職業紹介事業に係る変更の届出をするとともに許可証の書換えを申請する場合

には、表題中「・無料 「職業紹介事業許可証再交付申請書 「職業紹介事業変更届出」、 」、

書 「・無料 「有料・無料・特別の法人無料職業紹介事業取扱職種範囲等届出書」及」、 」、

び「特別の法人無料職業紹介事業変更届出書」を抹消し、並びに１から４まで及び６以

下の全文を抹消すること。

(2) 無料職業紹介事業に係る変更の届出をするとともに許可証の書換えを申請する場合

には、表題中「有料・ 「職業紹介事業許可証再交付申請書 「職業紹介事業変更届出」、 」、

書 「有料・ 「有料・無料・特別の法人無料職業紹介事業取扱職種範囲等届出書」及」、 」、

び「特別の法人無料職業紹介事業変更届出書」を抹消し、並びに１から５まで及び７以

下の全文を抹消すること。

(3) 許可証の書換えを申請する場合は、⑥欄に変更する事項が該当する職業紹介事業を

行う全ての事業所の名称及び所在地を記載することとし、⑦欄に変更する事項を記載す

ること。所定の欄に記載し得ないときは別紙に記載して添付すること。
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様式第６号（第４面）

４ 有料・無料・特別の法人無料職業紹介事業取扱職種範囲等届出書の記載方法

(1) 有料職業紹介事業の取扱職種の範囲等を定め、届出をする場合には、表題中「有料

・無料 「職業紹介事業許可証再交付申請書 「職業紹介事業変更届出書 「職業紹介」、 」、 」、

事業変更届出書及び有料・無料職業紹介事業許可証書換申請書 「・無料・特別の法人」、

無料」及び「特別の法人無料職業紹介事業変更届出書」を抹消し、並びに１から６まで

及び８の全文並びに７の「第33条第４項において準用する・第33条の３第２項において

準用する」を抹消すること。

(2) 無料職業紹介事業の取扱職種の範囲等を定め、届出をする場合には、表題中「有料

・無料 「職業紹介事業許可証再交付申請書 「職業紹介事業変更届出書 「職業紹介」、 」、 」、

事業変更届出書及び有料・無料職業紹介事業許可証書換申請書 「有料・ 「・特別の」、 」、

法人無料」及び「特別の法人無料職業紹介事業変更届出書」を抹消し、並びに１から６

まで及び８の全文並びに７の「・第33条の３第２項において準用する」を抹消すること。

(3) 特別の法人無料職業紹介事業の取扱職種の範囲等を定め、届出をする場合には表題

中「有料・無料 「職業紹介事業許可証再交付申請書 「職業紹介事業変更届出書 、」、 」、 」

「職業紹介事業変更届出書及び有料・無料職業紹介事業許可証書換申請書 「有料・無」、

料・」及び「特別の法人無料職業紹介事業変更届出書」を抹消し、並びに１から６まで

及び８の全文並びに７の「第33条第４項において準用する・」を抹消すること。

(4) ⑩欄には、職業紹介事業を行う事業所ごとに取扱職種の範囲等の内容を記載するこ

と。記載し得ない場合は別紙に記載して添付すること。

(例) 職業

(イ) 事務的職業、会社・団体の役員、飲食物調理の職業、林業の職業など

（例）地域

(ロ) 国内、大阪府、中部地方など

（例）賃金

（ハ） 時給1,000円以上の求人、月給30万円以上の求人など

（例）その他

(ニ) 紹介予定派遣に関するもの、母子家庭の母等、中高年齢者、障害者、合法

的に在留する外国人、本校所定の課程を修了した者など

(5) 取扱職種の範囲等の変更については「取扱職種等の範囲等」の欄に変更後のものを

記載することとし、変更前の取扱職種の範囲等を⑧変更前の欄にも記載すること。
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様式第６号（第５面）

５ 特別の法人無料職業紹介事業変更届出書の記載方法

特別の法人が無料職業紹介事業を行う事業所の新設を届け出て行う場合は、表題中

「有料・無料 「職業紹介事業許可証再交付申請書 「職業紹介事業変更届出書 「職」、 」、 」、

業紹介事業変更届出書及び有料・無料職業紹介事業許可証書換申請書」及び「有料・無

料・特別の法人無料職業紹介事業取扱職種範囲等届出書」を抹消し、並びに１から７ま

での全文を抹消すること。

。６ ①欄には、申請書又は届出書を管轄都道府県労働局に提出する年月日を記載すること

７ ②欄には、申請者又は届出者の氏名（法人又は団体にあっては、その名称及び代表者

の氏名）を記載すること。

８ ③欄には、許可・届出の際に付与された許可・届出番号を記載すること。

９ ④欄には、氏名（個人）又は名称（法人又は団体における名称）を記載すること。

。10 ⑤欄には、事業所の所在地（法人にあっては主たる事務所の所在地）を記載すること

11 ⑪欄には、変更（廃止）事項について、変更（廃止）した年月日を記載すること。

12 なお書きは、代表者又は職業紹介責任者の変更届出以外の場合は抹消すること。

また、代表者又は職業紹介責任者の変更届出においてそれぞれ変更のないものに係る

部分について抹消すること。

13 ⑭備考欄には、担当者職、氏名及び連絡先を記載すること。

14 職業紹介を行う事業所の新設又は廃止の場合における職業紹介事業変更届出書におけ

る記載方法

新たに職業紹介事業を行う事業所の新設を届け出て行う場合、又は、職業紹介事業を

行う事業所を廃止する場合は、⑦欄には事業所の「設置」又は「廃止」を記載すること

とし、該当する全ての事業所の名称及び所在地を⑥欄に記載すること。所定の欄に記載

し得ないときは別紙に記載して添付すること。

⑪欄に事業を開始する（又は廃止した）年月日を記載すること。⑫欄には、職業紹介

事業所を設置する場合について、該当する事業所における職業紹介責任者の氏名、住所

を記載すること。⑬欄には、事業を廃止した理由を具体的に記載すること。
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様式第６号の２

（日本産業規格Ａ列４）

取扱職種範囲等変更命令通知書

（氏 名） 殿

令和 年 月 日付け届出のあった職業安定法第32条の12第１項

（同法第33条第４項及び第33条の３第２項において準用する場合を含む ）の取扱。

職種の範囲等について、同法第32条の12第３項（同法第33条第４項及び第33条の

３第２項において準用する場合を含む ）の規定に基づき下記の理由により変更す。

ることを命じます。

令和 年 月 日

都道府県労働局長 印

記

許可・届出番号

氏名又は名称

事 業 所 名 称

変 更 内 容

期 限

変 更 理 由

なお、この処分に不服のあるときは、行政不服審査法（平成26年法律第68号）

の規定により、処分のあったことを知った日の翌日から起算して３箇月以内（た

だし、処分のあった日の翌日から起算して１年以内）に厚生労働大臣に対し、審

査請求をすることができる。

また、処分の取消しの訴えは、行政事件訴訟法（昭和37年法律第139号）の規定

により、この処分のあったことを知った日の翌日から起算して６箇月以内（ただ

し、処分のあった日の翌日から起算して１年以内）に、国を被告（代表者は法務

大臣）として提起することができる。ただし、審査請求をした場合には、処分の

取消しの訴えは、その審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から

６箇月以内（ただし、裁決のあった日の翌日から起算して１年以内）に提起する

ことができる。
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名 称 所 在 地

〒( － )

〒( － )

〒( － )

( ) －

( ) －

( ) －

様式第７号（表面） （日本産業規格Ａ列４）

有 料 職 業 紹 介 事 業 廃 止 届 出 書

無 料 職 業 紹 介 事 業 廃 止 届 出 書

特別の法人無料職業紹介事業廃止届出書

① 年 月 日

都道府県労働局長 殿

( )ふりがな

住 所

( )② 届出者 ふりがな

氏 名

１ 下記のとおり有料職業紹介事業を廃止したので、職業安定法 条の８第１項の規定により32

届出をします。

２ 下記のとおり無料職業紹介事業を廃止したので、職業安定法第 条第４項において準用す33

第 条の８第１項の規定により届出をします。る同法 32

３ 下記のとおり特別の法人無料職業紹介事業を廃止したので、職業安定法第 条の３第２項33

において準用する 第 条の８第１項の規定により届出をします。同法 32

③ 許可・届出番号

④事業所

⑤廃止年月日

年 月 日

⑥廃 止 理 由

⑦備 考
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様式第７号（裏面）

記載要領

１ ①有料職業紹介事業廃止届出書を提出する場合には、表題中「無料職業紹介事業廃止届出

書」及び「特別の法人無料職業紹介事業廃止届出書」の文字並びに２及び３を抹消するこ

と。

②無料職業紹介事業廃止届出書を提出する場合には、表題中「有料職業紹介事業廃止届出

書」及び「特別の法人無料職業紹介事業廃止届出書」の文字並びに１及び３を抹消するこ

と。

③特別の法人無料職業紹介事業廃止届出書を提出する場合には、表題中「有料職業紹介事

業廃止届出書」及び「無料職業紹介事業廃止届出書」の文字並びに１及び２を抹消するこ

と。

２ ①には、届出書を管轄都道府県労働局に提出する年月日を記載すること。

３ ②には、届出者の住所（法人又は団体の場合は、本店又は主たる事務所の所在地）を記載

し、及び氏名（法人又は団体の場合は、その名称及び代表者の氏名）を記載すること。

４ ③欄には、許可・届出の際に付与された許可・届出番号を記載すること。

５ ④欄には、職業紹介事業を廃止する全ての事業所の名称及び所在地を記載すること。所定

の欄に記載し得ないときは別紙にて添付すること。

６ ⑤欄には、職業紹介事業を廃止した年月日を記載すること。

７ ⑥欄には、事業を廃止した理由を具体的に記載すること。

８ ⑦欄には、担当者職・氏名及び連絡先を記載すること。
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第13　様式集

様式第８号（第１面）
（日本産業規格Ａ列４）

1 許可番号

2 事業所の名称及び所在地
（名称）
（所在地）

3 紹介予定派遣 実績の有無
4 活動状況（国内）

取扱

人 人 人日 人日 人 件

人 人 人日 人日 人 件

人 人 人日 人日 人 件

人 人 人日 人日 人 件

人 人 人日 人日 人 件

人 人 人日 人日 人 件

人 人 人日 人日 人 件

人 人 人日 人日 人 件

人 人 人日 人日 人 件

人 人 人日 人日 人 件

人 人 人日 人日 人 件

取扱

件 件 人日 人日 人 人

件 件 人日 人日 人 人

件 件 人日 人日 人 人

件 件 人日 人日 人 人

件 件 人日 人日 人 人

件 件 人日 人日 人 人

件 件 人日 人日 人 人

件 件 人日 人日 人 人

件 件 人日 人日 人 人

件 件 人日 人日 人 人

件 件 人日 人日 人 人

5 活動状況（国外）（相手国別・総計）

取扱

人 人 人 件 件 件 人 人

人 人 人 件 件 件 人 人

人 人 人 件 件 件 人 人

人 人 人 件 件 件 人 人

人 人 人 件 件 件 人 人

人 人 人 件 件 件 人 人

項目 ①　　　求　　　　人 ②　　求　　職

有 料 職 業 紹 介 事 業 報 告 書
無 料 職 業 紹 介 事 業 報 告 書

有　効
求人数

求　人　数
臨時求 日雇求

業務等の区分 人延数 人延数
常　用
求人数

⑥　　求　　職

項目 ③　　　就　　　　職 ④　　離　　職

業務等の区分

日　　雇
就職延数

常　　用
就職件数

無期雇用

計

計

項目

相手国

⑤　求　人

臨　　時
就職延数

それ以外

求人数
有効求
職者数

新規求職
申込件数

有　効
求人数

業務等の区分

計

⑦　就　職

無期雇用
就職件数

⑧　離　職

それ以外の
就職件数

無期雇用
（6ヶ月以内／解雇除く）

離　職 不　明

無期雇用
（6ヶ月以内／解雇除く）

離　職 不　明

新規求職
申込件数

有効求
職者数
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第13　様式集

様式第８号（第２面）

6 収入状況（国内・国外）

取扱

千円 千円 千円 件 千円 千円 千円 千円 件 千円

千円 千円 千円 件 千円 千円 千円 千円 件 千円

千円 千円 千円 件 千円 千円 千円 千円 件 千円

千円 千円 千円 件 千円 千円 千円 千円 件 千円

千円 千円 千円 件 千円 千円 千円 千円 件 千円

千円 千円 千円 件 千円 千円 千円 千円 件 千円

千円 千円 千円 件 千円 千円 千円 千円 件 千円

千円 千円 千円 件 千円 千円 千円 千円 件 千円

千円 千円 千円 件 千円 千円 千円 千円 件 千円

千円 千円 千円 件 千円 千円 千円 千円 件 千円

千円 千円 千円 件 千円 千円 千円 千円 件 千円

取扱

件 千円 件 千円 件 千円

件 千円 件 千円 件 千円

件 千円 件 千円 件 千円

件 千円 件 千円 件 千円

件 千円 件 千円 件 千円

件 千円 件 千円 件 千円

7 職業紹介の業務に従事する者の数 8 返戻金制度

9 従業員教育

１　職業安定法第32条の16第１項の規定により上記のとおり報告します。

２　職業安定法第33条第４項において準用する同法第32条の16第１項の規定により上記のとおり報告します。

令和 年 月 日

厚生労働大臣　殿 ⑨ 氏名又は名称

科学技術者
経営管理者
熟練技能者

計

人
（有の場合、その概要）

日時 従業員数

（職業安定法第32条の3第1項第1号の規定による手数料）

項目 求人者（上限制）手数料

モデル

計

有・無

求職者手数料
（職業安定法第32条の3第2項の規定による手数料）

業務等の区分 常用 臨時 日雇
芸能家

項目

教育内容

求職受付手数料（職業安定法第32条の3第１項第2号の規定による手数料）

求人者（届出制）手数料

日雇業務等の区分 常用 臨時 日雇

求人受付手数料
（別表）

常用 臨時
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様式第８号（第３面）

記載要領

１ 職業紹介を行う事業所ごとに別紙で記載することとし、職業紹介事業者を管轄する都道府県労

働局にまとめて提出すること。

２ 対象期間については、前年の４月１日から３月末日まで（４④欄にあっては前々年の４月１日

から前年の３月末日まで）とすること。

３ １には、許可番号を記載すること。

４ ３には、対象期間における紹介予定派遣に係る実績の有無を記載すること。

５ 活動状況（国内）

(1) ４①の「求人数」及び４③欄には 「取扱業務等の区分」ごとに、１箇年における求人及び就、

職数について 「常用 （４③欄にあっては無期雇用 「それ以外 「臨時 「日雇」の区分ご、 」 」、 」）、 」、

とに記載することとし、常用についてはその人（件）数、臨時及び日雇についてはその延数（

人日）を記載すること。３において「有」と記載した場合は「取扱業務等の区分」の欄に区分

ごとに括弧書きで紹介予定派遣に係る状況を記載すること（以下、(2)から(5)まで及び７にお

いて同じ 。。）

(2) ４①の「有効求人数 、②の「有効求職者数」欄には、それぞれその３月末における有効求人」

数、有効求職者数を記載すること。

(3) ４②の「新規求職申込件数」欄には 「取扱業務等の区分」ごとに対象期間中に新たに求職申、

込みのあった件数を記載すること。

(4) ４④の「離職」欄には、前々年の４月１日から前年の３月末日までの間に就職した者（期間の

定めのない労働契約を締結した者に限る。以下「無期雇用就職者」という ）のうち、就職後６。

ヶ月以内に離職した者の数を、④の「不明」欄には、無期雇用就職者のうち、就職後６ヶ月以

内に離職したかどうか明らかでない者の数を記載すること。

(5) ４欄において 「常用」とは、４ヵ月以上の期間を定めて雇用される者又は期間の定めなく雇、

用される者をいい 「臨時」とは、１ヵ月以上４ヵ月未満の期間を定めて雇用される者をいい、、

「日雇」とは、１ヵ月未満の期間を定めて雇用される者をいう。なお、雇用の予定期間は、雇

用の開始年月日から雇用契約の期間の終了する年月日までの日数とし、雇用の予定期間内に休

日があっても雇用が継続する場合は、すべて通算するものとすること。ただし、断続的な就労

の場合は日雇とすること。

６ 活動状況（国外）

(1) ５⑤の「求人数」及び⑦欄には 「取扱業務等の区分」ごとに、１箇年における求人、期間の、

定めのない労働契約を締結して就職した人（件）数、それ以外の就職人（件）数を記載すること。

(2) ５⑤の「有効求人数」及び⑥の「有効求職者数」欄には、それぞれその３月末における有効求

人数、有効求職数を記載すること。⑥の「新規求職申込件数」欄には 「取扱業務等の区分」ご、

とに対象期間中に新たに求職申込みのあった件数を記載すること。

(3) ５⑧の「離職」欄には、無期雇用就職者のうち、就職後６ヶ月以内に離職した者の数を、５

⑧の「不明」欄には、無期雇用就職者のうち、就職後６ヶ月以内に離職したかどうか明らかで

ない者の数を記載すること。
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様式第８号（第４面）

７ ６の収入状況には 「常用 「臨時 「日雇」の区分及び「取扱業務等の区分」ごとに、対象、 」、 」、

期間内における全ての手数料収入について記載すること。

また、芸能家、モデル、科学技術者、経営管理者及び熟練技能者に係る手数料については、求

人者手数料（職業安定法第32条の３第１項第１号及び第２号の規定による手数料）又は求職者手

数料（職業安定法第32条の３第２項の規定による手数料）にそれぞれ別に記載すること。

８ ⑨欄には、氏名（法人又は団体にあってはその名称及び代表者の氏名）を記載すること。

９ その紹介により就職した者のうち第二種特別加入保険料（労働者災害補償保険法施行規則第46

条の18第５号の作業に従事する者に対する保険料）に充てるべき手数料を徴収した場合は、手数

料管理簿の写しを本報告書に添えて提出すること。

１０ ７の「職業紹介の業務に従事する者の数」欄には、当該職業紹介を行う事業所に係る３月末に

おける職業紹介の業務に従事する者の数を記載すること。

１１ ８の「返戻金制度」欄には、返戻金制度（その紹介により就職した者が早期に離職したことそ

の他これに準ずる理由があった場合に、当該者を紹介した雇用主から徴収すべき手数料の全部又

は一部を返戻する制度その他これに準ずる制度）の有無を記載すること。また、返戻金制度を設

けている場合には、その概要を記載すること。
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第13　様式集

様式第８号の２　（表面）

１　届出受理番号
２　事業所名

３　活動状況(国内）
　(1)　構成員のみを求人者とするもの

項　　目

常　用
求人数

臨時求
人延数

日雇求
人延数

人 人 人日 人日 人 　　件

人 人 人日 人日 人 　　件

項　　目

無期雇用 それ以外 離職 不明

件 件 人日 人日 人 人

件 件 人日 人日 人 人

　(2)　構成員のみを求職者とするもの

項　　目

常　用
求人数

臨時求
人延数

日雇求
人延数

人 人 人日 人日 人 件

人 人 人日 人日 人 件

項　　目

無期雇用 それ以外 離職 不明

件 件 人日 人日 人 人

件 件 人日 人日 人 人

　(3)　求人・求職とも構成員とするもの

項　　目

常　用
求人数

臨時求
人延数

日雇求
人延数

人 人 人日 人日 人 件

人 人 人日 人日 人 件

項　　目

無期雇用 それ以外 離職 不明

件 件 人日 人日 人 人

件 件 人日 人日 人 人

有　効
求人数

求人数
有効求
職者数

新規求職
申込件数

人 人 人 件 件

人 人 人 件 件

５　職業紹介の業務に従事する者の数

６　従業員教育

職業安定法第33条の３第２項において準用する同法第32条の16第１項の規定により上記のとおり報告します。

令和　　　年　　　月　　　日

⑧氏名又は名称

厚生労働大臣　殿

計

取扱
業務等の区分

常用就職件数

人

４　活動状況（国外）（相手国別・総計）

相手国

臨　　時
就職延数

計

②　　求　　　　職

⑤　求　　人

③　　　就　　　　　職 ④　　離　　　　職

無期雇用
（6ヶ月以内／解雇除く）臨　　時

就職延数

計

②　　求　　　　職

計

⑦　就職
　　件数取扱

業務等の区分

⑥　求　　職

日時 従業員数 教育内容

項　　目

有　効
求人数

求　人　数
有効求
職者数

新規求職
申込件数

取扱
業務等の区分

常用就職件数 臨　　時
就職延数

日　　雇
就職延数

無期雇用
（6ヶ月以内／解雇除く）

計

①　　　求　　　　　人

取扱
業務等の区分

計

①　　　求　　　　　人

常用就職件数

日　　雇
就職延数

有　効
求人数

求　人　数
有効求
職者数

新規求職
申込件数取扱

業務等の区分

無期雇用
（6ヶ月以内／解雇除く）取扱

業務等の区分

③　　　就　　　　　職 ④　　離　　　　職

③　　　就　　　　　職 ④　　離　　　　職

計

日　　雇
就職延数

有　効
求人数

求　人　数
有効求
職者数

新規求職
申込件数

(日本産業規格Ａ列４）

①　　　求　　　　　人 ②　　求　　　　職

特別の法人 無料職業紹介事業報告書

取扱
業務等の区分
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様式第８号の２（裏面）

記載要領

１ 無料職業紹介事業を行う事業所ごとに別紙で記載することとし、無料職業紹介事業者を管轄す

る都道府県労働局にまとめて提出すること。

２ 対象期間については、前年の４月１日から３月末日まで（３の（１）から（３）までの④欄に

あっては前々年の４月１日から前年の３月末日まで）とすること。

３ １には、届出受理番号を記載すること。

４ 活動状況（国内）

(1) ３の(１)から(３)までの①の「求人数」及び③欄には、それぞれ「取扱業務等の区分」ごと

に１箇年における求人及び就職数について、常用（４③欄にあっては無期雇用 「それ以外 、」、 」）

臨時、日雇の区分ごとに記載することとし、常用についてはその人（件）数、臨時及び日雇に

ついてはその延数（人日）を記載すること。

(2) ３の(１)から(３)までの①の「有効求人数 、②の「有効求職者数」欄には、それぞれその３」

月末における有効求人数、有効求職者数を記載すること。

(3) ３の(１)から(３)までの②の「新規求職申込件数」欄には 「取扱業務等の区分」ごとに対象、

期間中に新たに求職申込みのあった件数を記載すること。

(4) ３の（１）から（３）までの④の「離職」欄には、前々年の４月１日から前年の３月末日ま

での間に就職した者（期間の定めのない労働契約を締結した者に限る。以下「無期雇用就職者」

という ）のうち、就職後６ヶ月以内に離職した者の数を、④の「不明」欄には、無期雇用就職。

者のうち、就職後６ヶ月以内に離職したかどうか明らかでない者の数を記載すること。

(5) ３の(１)から(３)までの欄において 「常用」とは、４ヵ月以上の期間を定めて雇用される者、

又は期間の定めなく雇用される者をいい 「臨時」とは、１ヵ月以上４ヵ月未満の期間を定めて、

雇用される者をいい 「日雇」とは、１ヵ月未満の期間を定めて雇用される者をいう。なお、雇、

用の予定期間は、雇用の開始年月日から雇用契約の期間の終了する年月日までの日数とし、雇

用の予定期間内に休日があっても雇用が継続する場合は、すべて通算するものとすること。た

だし、断続的な就労の場合は日雇とすること。

５ 活動状況（国外）

(1) ４の⑤の「求人数」及び⑦欄には 「取扱業務等の区分」ごとに、１箇年における求人、就、

職延数を記載すること。

(2) ４の⑤の「有効求人数」及び⑥の「有効求職者数」欄には、それぞれその３月末における有効

求人数、有効求職者数を記載すること。

(3) ４の⑥の「新規求職申込件数」欄には 「取扱業務等の区分」ごとに対象期間中に新たに求職、

申込みのあった件数を記載すること。

６ ５の「職業紹介の業務に従事する者の数」欄には、当該職業紹介を行う事業所に係る３月末に

おける職業紹介の業務に従事する者の数を記載すること。

７ ⑧欄には、氏名（法人又は団体にあってはその名称及び代表者の氏名）を記載すること。

第13 様式集

-169-



様式第８号の３（表面） 

（日本産業規格Ａ列４） 

※ 届出受理番号  

※ 届出受理年月日 年  月  日 

 

特定募集情報等提供事業届出書 

 厚生労働大臣 殿 

①届出者              

 

職業安定法第 43 条の２第１項の規定により下記のとおり届け出ます。 

 

記 

 

② 名 称
（ ふ り が な ）

 

 

 

③ 所 在 地
（ ふ り が な ）

 

〒    －       

 

 

 

 

④ 電 話 番 号     （    ） 

⑤ 代 表 者 

役 名  

氏 名
（ふりがな）

 

 

 

⑥ 事業開始予定年月日       年  月  日 

⑦ 職業紹介事業 
許 可 番 号 

届出受理番号 

 

⑧ 労働者派遣事業 許 可 番 号  

⑨ 備 考  
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様式第８号の３（裏面） 

⑩ 提供する主な 

サービスの名称 

⑪ 職業安定法第４条 

 第６項に掲げる行為のうち

該当するもの 

⑫ ＵＲＬ 

 □ 第１号 □ 第２号 

□ 第３号 □ 第４号 

 

 □ 第１号 □ 第２号 

□ 第３号 □ 第４号 

 

 □ 第１号 □ 第２号 

□ 第３号 □ 第４号 

 

 □ 第１号 □ 第２号 

□ 第３号 □ 第４号 

 

 □ 第１号 □ 第２号 

□ 第３号 □ 第４号 

 

 

記載要領 

１ ※欄には記載しないこと。 

２ ①欄には、届出者の氏名（法人又は団体にあってはその名称及び代表者の氏名）を記載

すること。 

３ ③欄には、事業者の所在地を記載すること。 

４ 届出者が職業紹介事業者である場合には、⑦欄に当該職業紹介事業の許可番号又は届出

受理番号を記載すること。 

５ 届出者が派遣元事業主である場合には、⑧欄に当該労働者派遣事業の許可番号を記載す

ること。 

６ ⑨備考欄には、担当者の職名、氏名及び電話番号を記載すること。 

７ ⑩欄～⑫欄について、所定の欄に記載し得ないときは別紙に記載して添付すること。 

８ ⑩欄には、提供する主なサービスにおいて用いている名称を記載すること。所定の欄に

記載し得ないときには別紙に記載して添付すること。 

９ ⑪欄には、職業安定法第４条第６項各号に掲げる行為のうち、⑩欄に記載したサービス

が該当するものを記載すること。複数該当するものがある場合は、全て記載すること。 

10 ⑫欄には、⑩欄で記載したサービスがインターネットを通じて提供される場合、その代

表的なＵＲＬを記載すること。 

11 ②欄、③欄及び⑩欄～⑫欄については、人材サービス総合サイトにおいて公表されるこ

とに留意すること。  
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様式第８号の４（表面） 

（日本産業規格Ａ列４） 

特定募集情報等提供事業変更届出書 

  ①   年  月  日 

 厚生労働大臣 殿 

② 届出者              

 

職業安定法第 43 条の２第２項の規定により下記のとおり変更を届け出ます。 

 

記 

 

③ 届出受理番号  

④ 名 称
（ ふ り が な ）

 

 

 

⑤ 所 在 地
（ ふ り が な ）

 

〒    －      電話    （    ） 

 

 

 

 

⑥ 代 表 者 

役 名  

氏 名
（ふりがな）

 

 

 

⑦ 職業紹介事業 
許 可 番 号 

届出受理番号 

 

⑧ 労働者派遣事業 許 可 番 号  

⑨ 変 更 年 月 日       年  月  日 

⑩ 変 更 理 由  

⑪ 備 考  
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様式第８号の４（裏面） 

 

記載要領 

１ ①欄には、届出書を提出する年月日を記載すること。 

 

２ ②欄には、届出者の氏名（法人又は団体にあってはその名称及び代表者の氏名）を記載

すること。 

 

３ ③欄には、届出の際に付与された届出受理番号を記載すること。 

 

４ ⑤欄には、事業者の所在地を記載すること。 

 

５ 届出者が職業紹介事業者である場合には、⑦欄に当該職業紹介事業の許可番号又は届出

受理番号を記載すること。 

 

６ 届出者が派遣元事業主である場合には、⑧欄に当該労働者派遣事業の許可番号を記載す

ること。 

 

７ ⑨欄には、変更事項について、変更した年月日を記載すること。 

 

８ ⑩欄には、変更した理由を具体的に記載すること。 

 

９ ⑪備考欄には、担当者の職名、氏名及び電話番号を記載すること。 
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様式第８号の５（表面） 

（日本産業規格Ａ列４） 

特定募集情報等提供事業廃止届出書 

  ①   年  月  日 

 厚生労働大臣 殿 

② 届出者              

 

 特定募集情報等提供事業を廃止したので、職業安定法第 43 条の２第３項の規定により 

下記のとおり届け出ます。 

 

記 

 

③ 届出受理番号  

④ 名 称
（ ふ り が な ）

 

 

 

⑤ 所 在 地
（ ふ り が な ）

 

〒    －      電話    （    ） 

 

 

 

 

⑥ 代 表 者 

役 名  

氏 名
（ふりがな）

 

 

 

⑦ 廃 止 年 月 日       年  月  日 

⑧ 廃 止 理 由  

⑨ 備 考  
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様式第８号の５（裏面） 

 

記載要領 

１ ①欄には、届出書を提出する年月日を記載すること。 

 

２ ②欄には、届出者の氏名（法人又は団体にあってはその名称及び代表者の氏名）を記載

すること。 

 

３ ③欄には、届出の際に付与された届出受理番号を記載すること。 

 

４ ⑤欄には、事業者の所在地を記載すること。 

 

５ ⑦欄には、特定募集情報等提供事業を廃止した年月日を記載すること。 

 

６ ⑧欄には、事業を廃止した理由を具体的に記載すること。 

 

７ ⑨備考欄には、担当者の職名、氏名及び電話番号を記載すること。 
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様式第８号の６（第１面） 

（日本産業規格Ａ列４） 

特定募集情報等提供事業概況報告書 

  ①   年  月  日 

 厚生労働大臣 殿 

② 提出者            

 

職業安定法第 43 条の５の規定により、下記のとおり事業概況報告書を提出します。 

 

③ 届出受理番号  

④ 名 称
（ ふ り が な ）

 
 

⑤ 所 在 地
（ ふ り が な ）

 

〒    －      電話    （    ） 

 

⑥ 代 表 者 

役 名 
 

氏 名
（ふりがな）

 
 

 

Ⅰ.公表項目 

⑦ 提供する主な 

サービスの名称 

⑧ 職業安定法第４条 

 第６項に掲げる行為の 

うち該当するもの 

⑨ ＵＲＬ 

 □ 第１号 □ 第２号 

□ 第３号 □ 第４号 

 

 □ 第１号 □ 第２号 

□ 第３号 □ 第４号 

 

 □ 第１号 □ 第２号 

□ 第３号 □ 第４号 

 

 □ 第１号 □ 第２号 

□ 第３号 □ 第４号 

 

 □ 第１号 □ 第２号 

□ 第３号 □ 第４号 
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様式第８号の６（第２面） 

Ⅱ ６月１日現在の状況報告 
１ 労働者の募集に関する情報を提供している場合 

⑦ 提供する主な 

サービスの名称 

⑩ 労働者の募集に 

関する情報の概数 

⑪ 情報を収集している 

労働者になろうとする者 

に関する情報の概数 

   

   

   

   

   

 

⑫ 概数に係る説明 

 

 

 

 

 

２ 労働者になろうとする者に関する情報を提供している場合 

⑦ 提供する主な 

サービスの名称 

⑬ 労働者になろうとする者

に関する情報の概数 

⑭ 労働者になろうとする

者に関する情報の 

提供先の概数 

   

   

   

   

   

 

⑮ 概数に係る説明 
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様式第８号の６（第３面） 

３ 提供するサービスの概要 

⑦ 提供する主な 

サービスの名称 
⑯ サービスの概要 

  

  

  

  

  

 

４ 適切な事業運営に関する事項 

 ⑰ 法第５条の４第１項及び第３項の規定に基づく労働者の募集に関する情報又は労働

者になろうとする者に関する情報の的確な表示のために措置に関する事項 

 ＜法第５条の４第１項（虚偽の表示又は誤解を生じさせる表示の禁止）について＞ 
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様式第８号の６（第４面） 

 

＜法第５条の４第３項（正確かつ最新の内容に保つために講ずる措置）について＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑱ 法第５条の５第１項の規定に基づき求職者等に明らかにしている業務の目的及び同

条第２項の規定に基づき個人情報を適正に管理するために講じている措置 

＜法第５条の５第１項の規定に基づき求職者等に明らかにしている業務の目的＞ 

 

 

 

 

 

 

 

＜法第５条の５第２項の規定に基づき個人情報を適正に管理するために講じている措置＞  

 

 

 

 

 

 

 

 ⑲ 法第 43 条の７第２項の規定に基づき、苦情の処理のために整備している体制に関す

る事項 
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様式第８号の６（第５面） 

 

記載要領 

１ ①欄には、事業概況報告書を提出する年月日を記載すること。 

 

２ ②欄には、提出者の氏名（法人又は団体にあってはその名称及び代表者の氏名）を記載

すること。 

 

３ ③欄には、届出の際に付与された届出受理番号を記載すること。 

 

４ ⑤欄には、事業者の所在地を記載すること。 

 

５ 「Ⅰ.公表項目」に記載の事項は、人材サービス総合サイトにおいて公開されるもので

あるため留意すること。 

 

６ ⑦欄には、提供する主なサービスにおいて用いている名称を記載すること。所定の欄に

記載し得ないときには別紙を記載して添付すること。 

 

７ ⑧欄には、職業安定法第４条第６項各号に掲げる行為のうち、⑦欄に記載したサービス

が該当するものを記載すること。複数該当するものがある場合は、全て記載すること。 

 

８ ⑨欄には、⑦欄で記載したサービスがインターネットを通じて提供される場合、その代

表的なＵＲＬを記載すること。 

 

９ ⑩欄、⑪欄、⑬欄及び⑭欄には、単位を付して記載をすること。 

 

10 ⑩欄の労働者の募集に関する情報並びに⑪欄及び⑬欄の労働者になろうとする者に関

する情報の概数並びに⑭欄の労働者になろうとする者に関する情報の提供先の概数につ

いて、集計上の留意事項がある場合には⑫欄及び⑮欄に記載すること。所定の欄に記載し

得ないときは別紙に記載して添付すること。 

 

11 ⑯欄には、提供している情報の内容、事業において料金を支払っている者、料金に関す

る事項その他サービスの概要について記載すること。所定の欄に記載し得ないときは別紙

に記載して添付すること。 

 

12 ⑱欄には、実際に求職者等に明示している目的を転記すること。所定の欄に記載し得な

いときは別紙に記載して添付すること。 
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様式第９号（表面） （日本産業規格Ｂ列８）

第 号

職業紹介事業等立入検査証

官 職

氏 名

写 年 月 日生

上記の者は、職業安定法第５０条第２項の規定に

より立入検査をする職員であることを証明する。

真 年 月 日

厚生労働大臣又は都道府県労働局長 印

（ ） （ ）様式第９号 裏面 日本産業規格 列８B

職業安定法（抄）

第50条 行政庁は、この法律を施行するために必要な限度において、厚生労働省令で定めるところにより、職

業紹介事業を行う者（第29条第１項の規定により無料の職業紹介事業を行う場合における特定地方公共団体

を除く 、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募集情報等提供事業を行う者（募集情報等提供事。）

業を行う場合における地方公共団体を除く 、労働者供給事業を行う者又は労働者供給を受けようとする者。）

に対し、必要な事項を報告させることができる。

② 行政庁は、この法律を施行するために必要な限度において、所属の職員に、職業紹介事業を行う者（第29

条第１項の規定により無料の職業紹介事業を行う場合における特定地方公共団体を除く 、求人者、労働者。）

の募集を行う者、募集受託者、募集情報等提供事業を行う者（募集情報等提供事業を行う場合における地方

公共団体を除く 、労働者供給事業を行う者又は労働者供給を受けようとする者の事業所その他の施設に立。）

ち入り、関係者に質問させ、又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

③ 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければなら

ない。

④ 第２項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

第60条 この法律の規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令の定めるところによつて、職業安定主管

局長又は都道府県労働局長に委任することができる。

、 、 。第66条 次の各号のいずれかに該当するときは その違反行為をした者は これを30万円以下の罰金に処する

十 第50条第２項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答

弁をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。

第67条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し

て、第63条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本

条の罰金刑を科する。

職業安定法施行規則（抄）

第37条 法に定める厚生労働大臣の権限のうち、次の各号に掲げる権限は、当該各号に定める都道府県労働局

長に委任する。ただし、厚生労働大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

十 法第50条第１項の規定による報告徴収及び同条第２項の規定による立入検査に関する権限 管轄都道府

県労働局長

第13 様式集
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第１５ 様式例 
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第 15 様式例 
 

 

様式例第１号 
 

業務の運営に関する規程 

 
事業所名 

 
第１ 求   人 
 １ 本所は、（取扱職種の範囲等）に関する限り、いかなる求人の申込みについても

これを受理します。 
  ただし、その申込みの内容が法令に違反したり、賃金、労働時間等の労働条件が

通常の労働条件と比べて著しく不適当である場合、一定の労働関係法令（労働基

準法及び職業安定法等）違反のある場合及び暴力団員などによる求人である場合

には受理しません。 

２ 求人の申込みは、求人者又はその代理人が直接来所されて、所定の求人票により、

お申込みください。直接来所できないときは、郵便、電話、ファクシミリ又は電

子メールでも差し支えありません。 

３ 求人申込みの際には、業務内容、賃金、労働時間、その他の労働条件をあらかじ

め書面の交付、ファクシミリの利用又は電子メール等により明示してください。

ただし、紹介の実施について緊急の必要があるためあらかじめ書面の交付、ファ

クシミリの利用又は電子メール等による明示ができないときは、当該明示すべき

事項をあらかじめこれらの方法以外の方法により明示してください。 

４ 求人受付の際には、受付手数料を、別表の料金表に基づき申し受けます。いった

ん申し受けました手数料は、紹介の成否にかかわらずお返し致しません。 

 

 

第２ 求   職 

１ 本所は、（取扱職種の範囲等）に関する限り、いかなる求職の申込みについても

これを受理します。 

  ただし、その申込みの内容が法令に違反する場合には受理しません。 

２ 求職申込みは、本人が直接来所されて、所定の求職票によりお申込みください。 

３ 常に、日雇的又は臨時的な労働に従事することを希望される方は、本所に特別の

登録をしておき、別に定める登録証の提示によって、求職申込みの手続きを省略

致します。 

４ （取扱職種の範囲等が、芸能家、家政婦（夫）、配ぜん人、調理士、モデル又は

マネキンの場合）求職受付の際には、受付手数料を、別表の料金表に基づき申し

受けます。いったん申し受けました手数料は、紹介の成否にかかわらずお返し致

しません。 
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第３ 紹   介 

１ 求職の方には、職業安定法第２条にも規定される職業選択の自由の趣旨を踏ま

え、その御希望と能力に応ずる職業に速やかに就くことができるよう極力お世話

致します。 

２ 求人の方には、その御希望に適合する求職者を極力お世話致します。 

３ 紹介に際しては、求職の方に、紹介において従事することとなる業務の内容、賃

金、労働時間その他の労働条件をあらかじめ書面の交付又は希望される場合には

ファクシミリの利用若しくは電子メール等により明示します。ただし、紹介の実

施について緊急の必要があるためあらかじめ書面の交付、ファクシミリの利用電

子メール等による明示ができないときは、あらかじめそれらの方法以外の方法に

より明示を行います。 

４ 求職の方を求人者に紹介する場合には、紹介状を発行しますから、その紹介状を

持参して求人者へ行っていただきます。 

５ いったん求人、求職の申込みを受けた以上、責任をもって紹介の労をとります。 

６ 本所は、労働争議に対する中立の立場をとるため、同盟罷業又は作業閉鎖の行わ

れている間は求人者に、紹介を致しません。 

７ 就職が決定しましたら求人された方から別表の手数料表に基づき、紹介手数料を

申し受けます。 

    

第４ そ の 他 

１  本所は、職業安定機関及びその他の職業紹介事業者等と連携を図りつつ、当該事

業に係る求職者等からの苦情があった場合は、迅速、適切に対応いたします。 

２ 本所の行った職業紹介の結果については、求人者、求職者両方から本所に対して、

その報告をしてください。 

  また、本所の職業紹介により期間の定めない労働契約を締結した求職者が就職か

ら６箇月以内に離職（解雇された場合を除く。）したか否かについて、求人者か

ら本所に対して報告してください。 

３ 本所は、求職者又は求人者から知り得た個人的な情報は個人情報適正管理規程に

基づき、適正に取り扱います。 
４ 本所が広告等により求人等に関する情報を提供するときは、当該情報について虚

偽の表示又は誤解を生じさせる表示を行いません。また、当該情報について正確

かつ最新の内容に保つため、求人者、求職者等から当該情報について提供の中止

や内容の訂正の依頼があった場合や、本所が当該情報が正確、最新ないことを確

認した場合は、遅滞なく対応するとともに、求人者又は求職者に対して定期的に

当該情報が最新かどうか確認する又は当該情報の時点を明らかにする措置を講じ

ます。  
５ 本所は、求職者又は求人者に対し、その申込みの受理、面接、指導、紹介等の業

務について、人種、国籍、信条、性別、社会的身分、門地、従前の職業、労働組

合の組合員であること等を理由として差別的な取扱いは一切致しません。 
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６ 本所の取扱職種の範囲等は、               です。 

７ 本所の業務の運営に関する規定は、以上のとおりでありますが、本所の業務は、

すべて職業安定法関係法令及び通達に基づいて運営されますので、ご不審の点は

係員に詳しくおたずねください。 
 

                      年   月   日          
                                        代表者  
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様式例第２号 

手   数   料   表 

 

 本所が有料職業紹介事業を行った場合は、次のとおり手数料を申し受けます。 

１ 受付手数料 

  求人又は求職の申込みを受理した場合は、受理した日以降に次の受付手数料を申し受 

けます。 

   求人の受付   １件につき     円（消費税相当分を含む。）を求人者から 

   求職の受付   １件につき     円（消費税相当分を含む。）を求職者から 

  ただし、同一の求職者に係る求職の申込みの受理が１箇月に３件を超える場合には、 

 ３件分を超えては申し受けません。 

 

２ 上限制紹介手数料 

  就職が決定した場合には、求人者から、次の１又は２のいずれかの額の紹介手数料を、 

対象となる賃金が支払われた日以降に申し受けます。 

  ただし、同一の雇用主に引き続き６箇月を超えて雇用された場合は、６箇月を超えた 

雇用については申し受けません。 

 １ 支払われた賃金の    ％（消費税相当分を含む。）に相当する額（２に該当す  

る場合は２に定めるところにより紹介手数料を申し受けます。） 

 ２ 期間の定めのない雇用契約に基づき同一の雇用主に引き続き６箇月を超えて雇用さ  

れた場合は、次の①又は②によって算出された額のうちいずれか大きい額 

  ① 当該６箇月間の雇用に掛かる賃金について支払われた賃金額の    ％（消費   

税相当分を含む。）に相当する額 

  ② 当該６箇月間の雇用にかかる賃金について支払われた賃金額から臨時に支払われ   

た賃金及び３箇月を超える期間ごとに支払われる賃金を差し引いた額の    ％   

（消費税相当分を含む。）に相当する額 

 

 （注）「消費税相当分を含む」は、課税事業者について適用するものである。したがっ   

て、免税事業者については、当該文言を記載する必要はないものである。 
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様式例第３号－１ 【一般登録型】 

手 数 料 表 

（一般登録型の例示） 

 

サービスの種類及び内容 手数料の額及び負担者 

求人受理時の事務費用 

（※１） 

     円 

 手数料負担者は 求人者 とします。 

求人受理後、求人者に求職者を紹

介するサービス 

【職業紹介サービス】 

（※２） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

求人の充足に向けた求人者に対

する専門的な相談・助言サービス 

【職業紹介の付加サービス】 

（※３） 

＊上記職業紹介サービスに加えて、

より専門的な相談・助言の付加サー

ビスを行う場合 

成功報酬 

（期間の定めのない雇用契約の紹介の場合） 

当該求職者の就職後１年間に支払われる賃金

（内定書や労働条件通知書等に記載されてい

る額）の 

     ％（または     円） 

 

（期間の定めのある雇用契約の紹介の場合） 

当該求職者の就職後、雇用契約期間中（雇用

期間が１年を超える場合は最大１年間分）に

支払われる賃金（内定書や労働条件通知書等

に記載されている額）の 

     ％（または     円） 

 

 手数料負担者は 求人者 とします。 

 

 

成功報酬 

当該求職者の就職後１年間に支払われる賃金

（内定書や労働条件通知書等に記載されてい

る額）の 

     ％（または     円） 

 

 手数料負担者は 求人者 とします。 

上記手数料には、消費税（※４）は含まれておりません。別途加算となります。 

          許可番号                           

          事業所の名称及び所在地                    
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※１：求人受理時の事務費用 

   求人を受け付ける際に、事務費として一定額を収受する場合には、この欄にその金額を記

入しておく必要があります。 

   なお、当該欄の手数料負担者は、通常「求人者」となります。 
 

 

※２：求人受理後、求人者に求職者を紹介するサービス 

   求人者にサービスの提供を行った際の成功報酬として一定額を収受する場合には、この欄

にその金額の限度額（割合【％】または定額【円】）を記入しておく必要があります。 

当該様式例では、雇用期間の定めのない労働契約と雇用期間の定めのある労働契約に分

けて記載していますが、雇用期間の定めのない労働契約や１年間を超える有期労働契約を

斡旋する場合などは、「内定書、労働条件通知書等に記載された年収額の○○％（または

○○円）」と記載することもできます。このほか、１件あたりの定額手数料を記載する方

法等ありますが、手数料に係る紛争防止の観点から、わかりやすい手数料表の表記を心が

けてください。 

   また、時間外労働を含めた月々の実支払賃金を元に手数料を収受しようとする場合は、「職

業紹介が成功した場合において、当該求職者の就職後１年間で支払われた賃金の○○％（ま

たは○○円）」という記載で構いませんが、この場合は手数料の請求は賃金が確定してから

となりますので、ご留意ください。 

   なお、当該欄の手数料負担者は、通常「求人者」となります。 
 

 

※３：求人の充足に向けた求人者に対する専門的な相談・助言サービス 

   通常の職業紹介サービスに加え、求人を容易に充足させるための専門的な相談や助言のサ

ービスを求人者に行い職業紹介が成功した際に、付加サービス分の成功報酬として一定額

（加算分）を収受する場合には、この欄にその加算分の金額の限度額（割合【％】または定

額【円】）を記入しておく必要があります。 

   ホワイトカラーの紹介の場合などでは、上記※２と付帯して行われる場合が多いため、当

該欄を必ずしも設ける必要はありません。 

   なお、当該欄の手数料負担者は、通常「求人者」となります。 

 

 

※４：消費税課税事業者は、消費税率の改正を考慮し、外税表記をお勧めします。 
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様式例第３号－２ 【サーチ／スカウト型】 

手 数 料 表 

（サーチ／スカウト型の例示） 

 

サービスの種類及び内容 手数料の額及び負担者 

求人受理時の事務費用 

（※１） 

     円 

 手数料負担者は 求人者 とします。 

特定の条件による特別の求職者

の開拓やそのための調査・探索 

（※２） 

着手金               円（％） 

活動１日あたり           円（％） 

（または、活動１時間あたり     円（％）） 

成功報酬  

（期間の定めのない雇用契約の紹介の場合） 

当該求職者の就職後１年間に支払われる賃金

（内定書や労働条件通知書等に記載されてい

る額）の 

     ％（または     円） 

 

（期間の定めのある雇用契約の紹介の場合） 

当該求職者の就職後、雇用契約期間中（雇用期

間が１年を超える場合は最大１年間分）に支払

われる賃金（内定書や労働条件通知書等に記載

されている額）の 

     ％（または     円） 

  

手数料負担者は 求人者 とします。 

 

上記手数料には、消費税（※３）が含まれておりません。別途加算となります。 

          許可番号                           

          事業所の名称及び所在地                    
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※１：求人受理時の事務費用 

   求人を受け付ける際に、事務費として一定額を収受する場合には、この欄にその金額を記

入しておく必要があります。 

   なお、当該欄の手数料負担者は、通常「求人者」となります。 

 

 

※２：特定の条件による特別の求職者の開拓やそのための調査・探索 

 （１）「着手金」 

    「着手金」は、特定の条件に該当する求職者の開拓やそのための調査・探索を行うこと

に対して一定額を収受する場合には、この欄にその金額の限度額（定額【円】または割合

【％】）を記入しておく必要があります。 

 （２）「活動一日あたり」 

    「活動一日あたり」は、いわゆる「タイムチャージ／その調査探索に従事した人材コン

サルタントの時間（所要日）数で手数料を請求する体系」の際に一定額を収受する場合に

は、この欄にその金額の限度額（定額【円】または割合【％】）を記入しておく必要があ

ります。なお、紛争等を避けるため「活動一日あたり」「活動一人あたり」「活動一時間

あたり」と明確な内容の記載をお勧めします。 

（３）「成功報酬」 

「成功報酬」は、雇用期間の定めのない労働契約や１年を超える有期労働契約をあっ

せんする場合などは、「内定書、労働条件通知書等に記載された年収額の○○％（また

は○○円）」と記載することもできます。  

また、このほか、１件あたりの定額手数料を記載する方法や上記と併記する方法あり

ますが、手数料に係る紛争防止の観点から、わかりやすい手数料表の表記を心がけてく

ださい。 

    なお、当該欄の手数料負担者は、通常「求人者」となります。 

 

 

※３：消費税課税事業者は、消費税率の改正を考慮し、外税表記をお勧めします。 
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様式例第３号－３ 【再就職支援型】 

手 数 料 表 

（再就職支援型の例示） 

 

サービスの種類及び内容 手数料の額及び負担者 

就職を容易にするための求職者

に対する専門的な相談・助言 

（※１） 

着手金                 円

（％） 

相談・助言終了時            円

（％） 

成功報酬                円

（％） 

 手数料負担者は 関係雇用主 とします。 

求人受理後、求人者に求職者を紹

介するサービス 

【職業紹介サービス】 

（※２） 

成功報酬 

（期間の定めのない雇用契約の紹介の場合） 

職業紹介が成功した場合において、当該求職

者の就職後１年間に支払われる賃金（内定書

や労働条件通知書等に記載されている額）の 

     ％（または     円） 

（期間の定めのある雇用契約の紹介の場合） 

職業紹介が成功した場合において、当該求職

者の就職後、雇用契約期間中（雇用期間が１

年を超える場合は最大１年間分）に支払われ

る賃金（内定書や労働条件通知書等に記載さ

れている額）の 

     ％（または     円） 

  

手数料負担者は 求人者 とします。 

 

上記手数料には、消費税（※３）が含まれておりません。別途加算となります。 

          許可番号                           

          事業所の名称及び所在地                    
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※１：就職を容易にするための求職者に対する専門的な相談・助言 

 （１）「着手金」 

    「着手金」は、再就職支援の対象となる者を雇用中若しくは直前まで雇用していた雇用

主（関係雇用主）からの依頼を受け、サービス開始時に一定額を収受する場合には、この

欄にその金額の限度額（定額【円】または割合【％】）を記入しておく必要があります。 

 （２）「相談・助言終了時」 

    「相談・助言終了時」は、再就職支援の対象となる者に対して、再就職が容易にできる

ための専門的な相談・助言を行った際に一定額を収受する場合には、この欄にその金額の

限度額（定額【円】または割合【％】）を記入しておく必要があります。 

（３）「成功報酬」 

「成功報酬」は、再就職支援の対象となる者に再就職先を紹介して雇用契約が成立し

た場合に手数料を収受する場合には、この欄にその金額の限度額（定額【円】または割

合【％】）を記入しておく必要があります。 

    なお、当該欄の手数料負担者は、通常「関係雇用主」となります。 

 

 

※２：求人受理後、求人者に求職者を紹介するサービス 

求人者にサービスの提供を行った際の成功報酬として一定額を収受する場合には、この

欄にその金額の限度額（定額【円】または割合【％】）を記入しておく必要があります。 

当該様式例では、雇用期間の定めのない労働契約と雇用期間の定めのある労働契約に分

けて記載していますが、雇用期間の定めのない労働契約や１年間を超える有期労働契約を

斡旋する場合などは、「内定書、労働条件通知書等に記載された年収額の○○％（または

○○円）」と記載することもできます。このほか、１件あたりの定額手数料を記載する方

法等ありますが、手数料に係る紛争防止の観点から、わかりやすい手数料表の表記を心が

けてください。 

また、時間外労働を含めた月々の実支払賃金を元に手数料を収受しようとする場合は、

「職業紹介が成功した場合において、当該求職者の就職後１年間で支払われた賃金の○

○％（または○○円）」という記載で構いませんが、この場合は手数料の請求は賃金が確

定してからとなりますので、ご留意ください。 

   なお、当該欄の手数料負担者は、通常「求人者」となります。 

 

 

※３：消費税課税事業者は、消費税率の改正を考慮し、外税表記をお勧めします。 
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第 15 様式例 
 

 

（許可事業者用） 

様式例第４号 

 

 

個人情報適正管理規程 

 

個人情報適正管理規程（事例案） 

 

 １． 個人情報を取り扱う事業所内の職員の範囲は、○○課及び△△課の職員とする。個

人情報取扱責任者は職業紹介責任者◇◇◇◇とする。 

 ２． 職業紹介責任者は、個人情報を取り扱う１に記載する事業所内の職員に対し、個人

情報取扱いに関する教育・指導を年１回実施することとする。また、職業紹介責任者

は、少なくとも５年に１回は職業紹介責任者講習会を受講するものとする。 

 ３． 取扱者は、個人の情報に関して、当該情報に係る本人から情報の開示請求があった

場合は、その請求に基づき本人が有する資格や職業経験等客観的事実に基づく情報の

開示を遅滞なく行うものとする。さらに、これに基づき訂正（削除を含む。以下同じ。）

の請求があったときは、当該請求が客観的事実に合致するときは、遅滞なく訂正を行

うものとする。 

      また、個人情報の開示又は訂正に係る取扱いについて、職業紹介責任者は求職者等

への周知に努めることとする。 

 ４． 求職者等の個人情報に関して、当該情報に係る本人からの苦情の申出があった場合

については、苦情処理担当者は誠意を持って適切な処理をすることとする。 

     なお、個人情報の取扱いに係る苦情処理の担当者は、職業紹介責任者◇◇◇◇とす

る。 

 

 

 個人情報の開示等の請求等に関し、その請求等を受け付ける方法を定める場合には、個

人情報適正管理規程に記載してください。 

 なお、開示等の請求等を受け付ける方法として定めることができる事項は、以下の通り

です。 

 一 開示等の請求等の申出先 

 二 開示等の請求等に際して提出すべき書面（電磁的記録を含む。）の様式その他の開

示等の請求等の方式 

 三 開示等の請求等をする者が本人又は代理人であることの確認の方法 

 四 個人情報保護法第 33 条第１項の手数料の徴収方法 
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第 15 様式例 
 

 

（届出事業者用） 

様式例第４号 

 

 

個人情報適正管理規程 

 

個人情報適正管理規程（事例案） 

 

 １． 個人情報を取り扱う事業所内の職員の範囲は、○○課及び△△課の職員とする。個

人情報取扱責任者は職業紹介責任者◇◇◇◇とする。 

 ２． 職業紹介責任者は、個人情報を取り扱う１に記載する事業所内の職員に対し、個人

情報取扱いに関する教育・指導を年１回実施することとする。（※また、職業紹介責

任者は、関係法令の諸改正等に対応するため、一定期間ごとに職業紹介責任者講習会

を受講するものとする。） 

 ３． 取扱者は、個人の情報に関して、当該情報に係る本人から情報の開示請求があった

場合は、その請求に基づき本人が有する資格や職業経験等客観的事実に基づく情報の

開示を遅滞なく行うものとする。さらに、これに基づき訂正（削除を含む。以下同じ。）

の請求があったときは、当該請求が客観的事実に合致するときは、遅滞なく訂正を行

うものとする。 

     また、個人情報の開示又は訂正に係る取扱いについて、職業紹介責任者は求職者等へ

の周知に努めることとする。 

 ４． 求職者等の個人情報に関して、当該情報に係る本人からの苦情の申出があった場合

については、苦情処理担当者は誠意を持って適切な処理をすることとする。 

     なお、個人情報の取扱いに係る苦情処理の担当者は、職業紹介責任者◇◇◇◇とす

る。 

※届出事業者については、職業紹介責任者講習会の更新義務はないものの、関係法令の改 

正に対応できるよう一定期間ごとに受講することが望ましいため、例示において（ ）

書きのように記載しています。 

 

 個人情報の開示等の請求等に関し、その請求等を受け付ける方法を定める場合には、個

人情報適正管理規程に記載してください。 

 なお、開示等の請求等を受け付ける方法として定めることができる事項は、以下の通り

です。 

 一 開示等の請求等の申出先 

 二 開示等の請求等に際して提出すべき書面（電磁的記録を含む。）の様式その他の開

示等の請求等の方式 

 三 開示等の請求等をする者が本人又は代理人であることの確認の方法 

 四 個人情報保護法第 33 条第１項の手数料の徴収方法 
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第 15 様式例 
 

 

様式例第５号 
 
 

手数料管理簿 

 
（１）上限制手数料用 

領収 
年月日 

支払者 
名 

賃金 
領収区分 

備考 求人受付 
手数料 

紹介 
手数料 

第二種特別加入保険料

に充てるべき手数料 
計 

 
 
 
 

       

 
 
（２）届出制手数料用 

領収年月日 支払者名 賃金 
手数料※ 
（届出手数料） 

第二種特別加入保険料

に充てるべき手数料 
備考 

 
 
 

     

備考 
  ※欄には、徴収した届出制手数料の総額から第二種特別加入保険料に充てるべき手

数料額を除いた額を記載するものとする。 
 
 
（３）求職者分用 

領収 
年月日 

支払者 
名 

賃金 
領収区分 

備考 求職受付 
手数料 

求職者 
手数料 

計 
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第 15 様式例 
 

 

様式例第６号 
 
 ▲▲▲（雇用主の名称） 様 
 

 ■■■（職業紹介事業者の名称） 
 
 

●●年度における無期雇用就職者の離職状況の御確認のお願い 
 
 職業紹介事業者は、法令により、就職者の数、就職者のうち早期に離職した

者の数等について、情報提供する義務が課されています。 

 この情報提供を行う上で必要となるため、●●年度において、弊社の職業紹

介により、御社と期間の定めのない労働契約を締結した以下の方々（以下「無

期雇用就職者」といいます。）について、就職した日から６箇月以内に解雇以外

の理由で離職した否かを、以下の様式に御記入いただいた上で、御連絡いただ

きますよう、お願いいたします。 
 
（記入方法） 

「離職の有無」欄には、「就職から６箇月以内の期間」に、解雇以外の理由

で離職した場合には○を、それ以外の場合（離職していない場合又は解雇によ

り離職した場合）には×を、それぞれ御記入ください。 
 

 氏 名 
就職から６箇月以内の期間 

離職の有無 
就職した日 ～ 上記期間の最終日 

１◎◎ ◎◎ ●●年４月１日 ～ ●●年９月 30 日  
２□□ □□ ●●年９月 14 日 ～ ●●年３月 13 日  
３△△ △△ ●●年 12 月 10 日 ～ ●●年６月９日  

… … … … … …

 
（参考） 
  職業紹介事業者には、職業安定法第 32 条の 16 第３項及び職業安定法施行規則第 24条
の８第３項の規定により、就職者の数、就職者のうち早期に離職した者（無期雇用就職
者のうち就職から６箇月以内に離職した者（解雇された者を除く。））の数等について、
情報提供する義務が課されています。 
また、職業安定法施行規則第 24 条の８第５項の規定により、職業紹介事業者は、無期

雇用就職者の離職の状況について確認するため、雇用主に対して必要な調査をしなけれ
ばならないこととされています。 

  なお、雇用主の皆様におかれても、「職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者
、募集受託者、募集情報等提供事業を行う者、労働者供給事業者、労働者供給を受けよ
うとする者等が均等待遇、労働条件等の明示、求職者等の個人情報の取扱、職業紹介事
業者の責務、募集内容の的確な表示、労働者の募集を行う者等の責務、労働者供給事業
者の責務等に関して適切に対処するための指針」において、可能な限り、職業紹介事業
者が行う調査に協力することとされています。 
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（様式例第７号）

　 a

　 b

　 a

　 b

　 a

　 b

　 c 是正してから６カ月が経過していない。

　 a

　 b

（※１）対象となる労働基準法の規定

※  労働者派遣法第44条（第４項を除く）により適用する場合を含む。

（※２）対象となる最低賃金法の規定

事業所所在地

是正してから６カ月が経過していない。

代表者名

チェックシート

　以下に該当する場合は、チェック欄にレ点（「✔」）を記入してください。なお、以下のうち１つでも該
当する場合は、求人不受理の対象となります。
※　項目４については、求人不受理の対象ではありませんが、該当する事業所には職業紹介を行うことができません。

１．労働基準法および最低賃金法関係

（１）過去１年間に２回以上同一の対象条項（※１、２）違反行為
　　により、労働基準監督署から是正勧告を受け、

当該違反行為を是正していない。

当該違反行為を是正していない。

送検後１年が経過していない。

　　　年　　　月　　　日　

　私どもは、この求人申込みの時点において、職業安定法に規定する求人不受理の対象に該
当いたしません。

事業所名

是正してから６カ月が経過していない。

（２）違法な長時間労働を繰り返している企業として企業名が公表され、

当該違反行為を是正していない。

（３）対象条項違反行為に係る事件が送検かつ公表され

自己申告書

◇この自己申告書についての説明事項◇
（１）以下のチェックシートの項目に１つでも該当する場合には、職業安定法に規定する求人不受理に該当
　　します。
（２）この自己申告書に記載した内容に変更があった場合は、速やかに修正の上提出してください。
（３）申告内容が事実と異なる場合は、職業安定法第48条の３第２項及び第３項の規定に基づき、厚生労働
　　大臣又は都道府県労働局長による勧告及び公表の対象となります。

休憩、休日、有給休暇

男女同一賃金

強制労働の禁止

労働条件の明示

賃金

労働時間

第64条の２(第１号に係る部分に限る)、第64条の３第１項、第65条、第66条、第67条第２項

（４）求人不受理期間中に再度同一の対象条項違反により、
　　　労働基準監督署による是正勧告を受けており、その後、

当該違反行為を是正していない。

是正してから６カ月が経過していない。

内容

年少者の保護

妊産婦の保護

規定
第４条

第５条

第15条第１項及び第３項

第24条、第37条第１項及び第４項

第32条、第36条第６項(第２号及び第３号に係る部分に限る)、第141条第３項

第34条、第35条第１項、第39条第１項、第２項、第５項、第７項及び第９項

第56条第１項、第61条第１項、第62条第１項及び第２項、第63条

内容

最低賃金 第４条第１項

規定

（１）

（２）

（３）

（４）

(※)送検後１年

経過した時点で、

是正後６か月未

満の場合には、

是正後６か月経

過時点まで不受

理期間延長
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　 a

　 b

　 a

　 b

（※３）対象となる職業安定法の規定

※　第30条の２第１項を労働者派遣法第47条の４の規定により適用する場合を含む。

（※５）対象となる男女雇用機会均等法(雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律)の規定

※　労働者派遣法第47条の２の規定により適用する場合を含む。

（※６）対象となる育児介護休業法(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律)の規定

※　労働者派遣法第47条の３の規定により適用する場合を含む。

　 a

　 b

　 c
（注２）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条６号に規定する暴力団員をいう。

　

（※４）対象となる労働施策総合推進法(労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等
　　　に関する法律)の規定

内容 規定
パワーハラスメント防止に
関する雇用管理上の措置

第30条の２第１項

パワーハラスメント等を理
由とする不利益取扱いの禁

第30条の２第２項（第30条の５第２項、第30条の６第２項において準用する場合を含む。）

事業所において、同盟罷業又は作業閉鎖が行われている。

３．その他の不受理事由
暴力団員（注２）に該当する。

法人の場合、役員の中に暴力団員がいる。

規定

是正してから６カ月が経過していない。

　（２）求人不受理期間中に再度同一の対象条項違反により、
　　①需給調整事業課（室）による助言や指導、勧告、
　　②雇用均等室による助言や指導、勧告を受けており、その後、

当該違反行為を是正していない。

是正してから６カ月が経過していない。

（注１）職業安定法第48条の３第３項、労働施策総合推進法第33条第２項、男女雇用機会均等法第30条又は育児・介護休
業法第56条の２の規定による公表。

　（１）対象条項（※３、４、５、６）違反の是正を求める勧告又は改善
　　　命令に従わず、企業名が公表（注１）され、

当該違反行為を是正していない。

労働条件等の明示 第５条の３第１項、第２項及び第３項

求職者等の個人情報の取扱い 第５条の５

内容

２．職業安定法、労働施策総合推進法、男女雇用機会均等法
　　及び育児・介護休業法関係

職業紹介事業者は、同盟罷業（ストライキ）又は作業所閉鎖（ロックアウト）が行われている事業所
に対して職業紹介を行ってはならないこととされていますので、該当する場合はチェックをお願いします。

所定外労働等の制限
第16条の８第１項（第16条の９第１項において準用する場合を含む）、第17条第１項（第18
条第１項において準用する場合を含む。）、第19条第１項（第20条第１項において準用する場
合を含む。）、第23条第１項から第３項まで、第26条

内容 規定

育児休業、介護休業等の申
出があった場合の義務、不

利益取扱いの禁止

第６条第１項、第９条の３第１項、第10条、第12条第１項、第16条（第16条の４、第16条
の７において準用する場合を含む）第16条の３第１項、第16条の６第１項、第16条の10、第
18条の２，第20条の２、第21条第２項、第23条の２、第25条第１項・第２項（第52条の４
第２項、第52条の５第２項において準用する場合を含む。）

４．その他（求人不受理のためのチェック項目ではありませんが、ご確認ください。）

暴力団員が自身（又は法人）の事業活動を支配している。

第11条第１項、第11条の３第１項

妊娠中、出産後の
健康管理措置

第12条、第13条第１項

内容 規定
性別を理由とする差別の

禁止
第５条、第６条、第７条

セクシュアルハラスメント、出産等
を理由とする不利益取扱いの禁止

第９条第１項、第２項及び第３項、第11条第２項（第11条の３第２項、第17条第２項、第18
条第２項において準用する場合を含む。）

セクシュアルハラスメント等の防止
に関する雇用管理上の措置

労働争議への不介入

求人等に関する情報の的確な表示 第５条の４第１項及び第２項

第42条の２において読み替えて準用する法第20条

秘密を守る義務 第51条

求人の申込み時の報告 第５条の６第３項

委託募集 第36条

労働者募集に係る報酬受領
・供与の禁止

第39条、第40条

（１）

（２）
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  診 断 書  

１ 氏名                                         男・女 

        年   月   日生（    歳） 

  住所 

２ 医学的診断 

  診断名（※判断能力に影響するものを記載してください。） 
 
 
  所見（現病歴，現在症，重症度，現在の精神状態と関連する既往症・合併症など） 
 
 
 
 

各種検査 
長谷川式認知症スケール     （□    点（     年  月  日実施） □ 実施不可） 

ＭＭＳＥ            （□    点（     年  月  日実施） □ 実施不可） 

脳の萎縮または損傷の有無 
□ あり ⇒（□ 部分的にみられる  □ 全体的にみられる  □ 著しい  □ 未実施） 
□ なし  

知能検査 

その他 

短期間内に回復する可能性 
  □ 回復する可能性は高い   □ 回復する可能性は低い   □ 分からない 

（特記事項） 

３ 認知（外界を認識すること）、判断（物事の是非善悪を考え定めること）、意思疎通（自らの考えを的確に

相手に伝えること）に係る能力についての意見 
 □ 自ら認知、判断及び意思疎通を行うことができる。  
 □ 支援を受けなければ，自ら認知、判断及び意思疎通を行うことが難しい場合がある。 
 □ 支援を受けなければ，自ら認知、判断及び意思疎通を行うことができない。 
 □ 支援を受けても，自ら認知、判断及び意思疎通を行うことができない。 

（意見）※ 慎重な検討を要する事情等があれば，記載してください。 

 
 

裏面に続く 

（表 面） 様式例第８号 
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判定の根拠 
(1) 見当識の障害の有無 

□ あり ⇒（□ まれに障害がみられる □ 障害がみられるときが多い □ 障害が高度） 
□ なし 

  
  

(2) 他人との意思疎通の障害の有無 
□ あり ⇒（□ 意思疎通ができないときもある □ 意思疎通ができないときが多い 

□ 意思疎通ができない） 
□ なし 

  
  

(3) 理解力・判断力の障害の有無 
□ あり ⇒（□ 問題はあるが程度は軽い □ 問題があり程度は重い □ 問題が顕著） 
□ なし 

  
  

(4) 記憶力の障害の有無 
□ あり ⇒（□ 問題はあるが程度は軽い □ 問題があり程度は重い □ 問題が顕著） 
□ なし 

  
  

(5) その他（※上記以外にも判断能力に関して判定の根拠となる事項等があれば記載してください。） 
     
     
     
 
参考となる事項（本人の心身の状態，日常的・社会的な生活状況等） 

  
  

以上のとおり診断します。                      年   月   日 
 病院又は診療所の名称・所在地 
担当診療科名 

 担当医師氏名                                                        印 
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